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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

1 全般 設計図全般に対する質疑及び業務要求水
準書と設計図との整合性についての質疑
はどこにお伺いすればよろしいか。

実施方針及び付属資料に関するＱ＆
Ａのなかで受け付けました。また、
入札説明書に関するＱ＆Ａのなかで
も受け付けます。

2 全般 設計図書に関する説明会、もしくは質疑
の機会を設けることは想定されています
か。

入札説明書に関するＱ＆Ａのなかで
受け付けます。

3 全般 鎌倉館の維持管理・美術館支援業務につ
いて、現在、県において外部業者に委託
している業務があれば、その業務内容と
業者名を御提示いただきたい。

入札公告時にお示しします。

4 全般 鎌倉館の年間来場者数（月別）につい
て、過去５ヶ年程度の実績を、御提示い
ただきたい。  また、葉山新館の年間来
場者数は、どの程度と想定されているの
ですか。

過去５年の入館者数は、平成７年度
が１３８千人、平成８年度が１４０
千人、平成９年度が９５千人、平成
１０年度が７８千人、平成１１年度
が１１３千人です。また、平成１１
年度における各月の入場者数は、４
月９．９千人、５月９．５千人、６
月１４．２千人、７月７．７千人、
８月１６．９千人、９月５．７千
人、１０月８．４千人、１１月１
０．２千人、１２月４．０千人、１
月７．３千人、２月７．９千人、３
月１１．５千人です。葉山新館の年
間入場者数は、平年度化した時点
で、年間１５万人程度と想定してい
ます。

5 全般 本事業の応募提案のための提案様式が提
示されていませんが、本事業では、提案
様式は、応募者の自由裁量によるものと
解釈してよろしいでしょうか？それと
も、これから提案様式が示される予定が
あるのでしょうか？予定があるなら、い
つ頃になるのでしょうか？

提案様式は入札公告時に示します。

6 全般 新館施設計画を策定された折り、県が想
定した葉山新館への来訪者数は提示して
いただけるのでしょうか。

平年度化した時点で、年間１５万人
程度と想定しています。

7 全般 葉山新館の開業後、運営に携わる県の配
置予定職員数は提示していただけるので
しょうか。　また施設計画時に県が想定
した委託予定職員数も提示していただけ
るのでしょうか。

新館開業後における県職員の人員配
置については、開館時まで未定で
す。委託予定人員数はお示しいたし
ませんが、県の要求水準を満たす人
員を御提案ください。

1．実施方針Q&A
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

8 鎌倉館 レストラン、駐車料金、消耗品等の検討
資料とするため、鎌倉館（本館及び別
館）の年間及び月間の入場者数を教えて
いただきたい。

平成１１年度における年間入場者数
は、約１１３千人です。各月の入場
者数は、４月９．９千人、５月９．
５千人、６月１４．２千人、７月
７．７千人、８月１６．９千人、９
月５．７千人、１０月８．４千人、
１１月１０．２千人、１２月４．０
千人、１月７．３千人、２月７．９
千人、３月１１．５千人です。

9 鎌倉館 説明会にて口頭で説明された、設備関係
についてリストとして提供をお願いした
い。維持管理費を試算するにあたって必
要な事項であり、リスト提供がされない
場合には、元施工者等、従前からの関係
者が圧倒的な優位となり、PFI事業とし
ての公平性が保たれないと思われる。

入札公告時にお示しします。

10 鎌倉館 鎌倉館（本館）は将来的に文化財指定さ
れることはあるのでしょうか。

将来的に文化財に指定されるかどう
かは不明です。

11 1  既存の県立近代美術館の来館者数及び
年齢・性別等のアウトラインが 判明し
ていましたら、お教え願います。

過去５年の入館者数は、平成７年度
が１３８千人、平成８年度が１４０
千人、平成９年度が９５千人、平成
１０年度が７８千人、平成１１年度
が１１３千人です。過去のアンケー
トによれば、入館者のうち、男性が
約４５％、女性が約５５％となって
います。年齢は、展覧会にもよりま
すが、２０歳代を中心に、６０歳代
まで幅広く利用されています。

12 3 1 (1) 4) 「これまでの高い企画力を受け継ぎ…
…」とあるが、過去の高い企画を具体的
にお教えください。

過去に実施された展覧会の実績は、
過去の展覧会活動、実績ならびに作
品収集活動の実際、展覧会方針、収
集方針などを記録した「展覧会総目
録１９５１－１９８１」のほか、
「４０年の歩み」、「年報」等を刊
行していますので、参照してくださ
い。 目録・歩みについては近代美術
館で有償頒布しております。年報に
ついては部数に限りはありますが、
同館で無償頒布可能です。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

13 3 1 (1) 6) 「展覧会の企画・開催、美術作品の収
集・保管等の公立美術館としての運営業
務は、従来とおり県が行う」とあるが、
運営業務の範囲、責任と権限を、PFI事
業者の「事業の範囲」と少なくとも同等
以上の具体性をもって、この質問書の回
答として明示して頂きたい。（これがな
いと、後述のリスク分担表の理解が難し
い。）

県が直接実施する業務は、「神奈川
県立近代美術館の業務概要」の「Ⅰ
県が直接実施する美術館業務」に記
載したとおりです。例えば、展示会
準備・後片付け作業中の美術品の盗
難・破損は県の責任、展示中の美術
品の盗難・破損は事業者の責任と
なっています。御意見・御質問があ
る場合は、意見招請及び入札公告時
に御意見・御質問をお寄せくださ
い。

14 3 1 (1) 4） 「生涯学習時代にふさわしい機能を備え
た美術館」とありますが、具体的にどの
ようなイメージなのでしょうか。

美術図書閲覧室や展覧会の一環とし
て行う講堂でのレクチャ－等、県民
の多様なライフスタイルに応じた活
発な学習活動が行われるような美術
館を目指しています。

15 3 1 (1) 6）キ葉山新館は、業務期間終了後、県に施設
を無償譲渡するとあるが、これを建物譲
渡特約付き定期借地権契約と構成する、
或いは有償譲渡とすることは考えられな
いかを御教示頂きたい。

　有償譲渡は考えておりません。法
的には、県は事業期間中施設を賃借
し、事業期間終了後、PFI事業者から
無償にて所有権の移転を受けますの
で、建物譲渡特約付定期借地権契約
という法的構成は考えておりませ
ん。

16 3 【６】事業の範囲】中に『美術館支援業
務（30年間）』とありますが、美術情報
システムについても同様でしょうか？ま
た、定期的にコンピュータの見直し（リ
プレース）を実施し、それにあわせソフ
トウェアの見直しを検討し、これらの作
業費用も事業費に含めるのでしょうか？

御質問のとおりです。通常の使用に
耐え得る範囲でのコンピュータ及び
それにあわせたソフトウエアの見直
しは事業者の負担となります。不定
期的なﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟについては、県の
負担となります。

17 3 事業者の業務として「近代美術館葉山新
館を建設・所有し…」とあり、また、実
施方針４０ﾍﾟｰｼﾞの美術情報ｼｽﾃﾑ整備に
関して「全て事業者の所有とし…」とあ
ります。事業者としてSPCを設立する場
合、本PFI事業を行う為の設備・備品を
SPCがﾘｰｽ会社からﾘｰｽすることを否定し
ないものであると理解してよろしいで
しょうか。（建物についてはSPC所有で
問題ないと考えます。）具体的には、美
術情報ｼｽﾃﾑ、ﾚｽﾄﾗﾝの備品設備、ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
ｼｮｯﾌﾟの備品設備などが挙げられると思
いますが、これらについては合理的な理
由があり、且つ県に不利益がなければ、
SPCがﾘｰｽを利用することは何ら問題がな
いと考えます。

　設備・備品についてＳＰＣがリー
ス会社からリースすることを否定す
るものではありませんが、譲渡時の
リ－ス物件の取扱いについては、条
件規定書でお示しします。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

18 4 1 (1) 6)イ①新館では「建築物保守管理業務（修理業
務を含む）」となっているが、「サービ
スの対価」における修理費用の支払い
は、①３０年間の総額を均して毎年同額
とする、あるいは②年度計画に従って発
生する修繕費を支払う（毎年変動する）
とするのか。（県はSPCを想定した事業
スキームを念頭におかれているが、①の
方式の場合に修繕が発生しない年はSPC
に利益が計上され、現行の税制では修繕
引当金の適用が極めて限定されている為
に法人税等を支払うことになる。PFI事
業の法人税が非課税にならない限り、実
質の修繕費を確保する為に割増してサー
ビスの対価を請求せざるを得ないので、
②のような方式を望む。）

　サービスの対価の支払い方法につ
いては意見招請を踏まえ決定し、入
札公告時に入札説明書においてお示
しします。

19 4 1 (1) 6) 美術館支援業務の内、「新館喫茶・ﾚｽﾄﾗ
ﾝ・新館ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ・新館駐車場は事
業者が当該収益により独立採算とする」
とありますが、神奈川県におかれまして
は過去運営してこられた美術館内の喫
茶・ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ・駐車場の、
過去数年にわたる経営状況（損益・採算
状況）等に係る資料を民間事業者が独立
採算で運営を検討するための参考資料と
して公開していただけませんか。

鎌倉館については、施設が狭いとこ
ろから、これまでミュージアム
ショップ・駐車場の運営実績はあり
ません。また、喫茶は極めて小規模
でありますので、比較の対象とはな
りません。

20 4 1 (1) 6）ウ神奈川県におかれまして過去運営してこ
られた美術館内の喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
ｼｮｯﾌﾟ・駐車場の、過去数年にわたる経
営状況（損益・採算状況）等に係る資料
を公開していただけない場合、同運営業
務を民間の独立採算で行うと設定された
背景および理由を教えていただけません
か。

鎌倉館については、施設が狭いとこ
ろから、これまでミュージアム
ショップ・駐車場の運営実績はあり
ません。また、喫茶は極めて小規模
でありますので、比較の対象とはな
りません。独立採算で行うと設定し
た背景は、民間のノウハウが発揮で
きる分野であり、事業の創意工夫に
より運営や施設内容についてより効
率的な提案が期待される業務である
と考えているためです。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

21 4 1 (1) 6) 県が実施する展示会・開催、美術品の収
集・保管等の公立美術館としての運営業
務を具体的に教えて下さい。過去実施さ
れている展示会等の実績をお示し下さ
い。 また、館長、副館長、学芸員等現
況の運営人員を提示下さい。（今後人員
の変更を考えているのでしょうか。）

県が直接実施する業務は、「神奈川
県立近代美術館の業務概要」の「Ⅰ
県が直接実施する美術館業務」に記
載したとおりです。過去に実施され
た展覧会の実績は、過去の展覧会活
動、実績ならびに作品収集活動の実
際、展覧会方針、収集方針などを記
録した「展覧会総目録１９５１－１
９８１」のほか、「４０年の歩
み」、「年報」等を刊行しています
ので、参照してください。 目録及び
歩みは近代美術館で有償頒布してお
ります。年報については部数に限り
はありますが、無償頒布可能です。
現況の運営人員は、館長１名、副館
長１名、管理課５名、学芸課９名、
非常勤７名です。今後の人員配置に
ついては、現状未定です。委託予定
人員数はお示しいたしませんが、県
の要求水準書を満たす人員を御提案
ください。

22 4 1 (1) 6)イ②鎌倉館の修理業務は、PFI事業の範囲外
となっておりますが、範囲外とした事由
を、差し支えなければ御開示いただきた
い。

鎌倉館は、鶴岡八幡宮の境内に位置
しており、史跡指定地内にあること
から、主要構造部などの修理には、
関係機関との調整が必要となること
から、県の責任において修繕を行う
こととしたものです。

23 ４ 1 (1) 6)イ②鎌倉館（本館及び別館）の維持管理業務
も含まれておりますが、説明会の際、警
備等は現在セコム等に委託しているとの
説明がありましたが、当事業受託後も引
き続きそれらの企業と契約しなければな
らないのでしょうか？

　PFI事業者が協力企業として業務を
委託する相手方は、当該事業者と協
力企業との間の契約関係によるもの
ですので、事業者の任意です。

24 4 1 (1) 6)イ②県で鎌倉館或いは類似する施設に於いて
これらの業務の委託実績がある場合に、
参考までに委託業者名を開示して欲しく
思います。

入札公告時にお示しします。

25 4 1 (1) 6）ウ美術情報システム整備及び運用支援業務
（システム設計、ホームページ作成、所
蔵作品管理システム等）とありますが、
これは新館のみが対象と考えて宜しいの
ですか。

サーバーは新館に置かれますが、本
館にも端末を置くことを予定してい
ます。

26 4 1 (1) 6）ウ新館喫茶・レストラン、新館ミュージア
ムショップ、新館駐車場は独立採算とす
るとなっていますが、当該施設の建設費
割賦相当分は新館と同様、県の支払う
サービス対価の一部をなすと考えて宜し
いのでしょうか。（運営・維持管理のみ
を事業者の独立採算とするという意味で
すか。）

　御質問のとおり、新館喫茶・レス
トラン、新館ミュージアムショッ
プ、新館駐車場については運営・維
持管理のみを事業者の独立採算とす
るという意味です。なお、施設につ
いては、事業期間中は県が事業者か
ら賃借し、事業期間終了後はPFI事業
者から無償にて所有権移転を受ける
法的構成をとっています。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

27 4 1 (1) 6）イ②現在、鎌倉館において維持管理業務に従
事されている職員の方や業者等の整理
は、PFI事業開始までに県で責任を持っ
て行っていただけると考えてよろしいで
すか？　又、 PFI事業者の判断として、
現在維持管理業務に従事している方や業
者を、条件を変えて引き続き起用する事
は可能ですか？　その場合、現在の契約
条件を開示していただけますか？

維持管理業務に係る委託契約は、単
年度契約ですので、平成１４年度ま
でで終了することになります。ま
た、事業者の判断により、現在従事
している者を引き続き起用すること
は可能です。現在の契約条件の開示
については、当該事業者との調整が
必要です。

28 4 1 (1) ６） 「・建設及びその関連業務（水道加入、
CATV架設）」とありますが、想定してい
るCATVの運営会社はどこでしょうか。ま
たCATVを美術館運営にどのように活用す
るのか教えていただきたい。

横須賀市に所在する株式会社シ－エ
－ティ－ヴィ横須賀（通称：ケーブ
ルテレビＣＡＴＹ）を想定していま
す。

29 4 鎌倉館に関し、現在の発注先等は県にて
契約を解除し、PFI事業者に一括で業務
を行うとの理解でよいか？　また、PFI
事業者が業務遂行するにあたって、既存
の各種業務受託社･者については、PFI事
業者として発注する必要はないとの理解
でよいか？また、展示作品監視業務につ
いて、現在の鎌倉館にて展示室に従事し
ている人がいるが、この方々についても
県で契約を解除し、PFI事業者に一括で
業務を行うとの理解でよいか？また、展
示作品監視業務について、展示室に従事
する際には、学芸員等の資格は必要か？

御質問のとおりですが、事業者の判
断により、現在の受託社・者を起用
することも可能です。監視業務の従
事者については、学芸員等の資格条
件はありません。

30 4 「新館喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ、新館ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯ
ﾌﾟ、新館駐車場は事業者が当該収益によ
り運営する独立採算とする。」との記載
がありますが、これら３つの業務に関し
て、県はどの程度の収入保証を行う用意
があるのでしょうか？近代美術館新館の
場所の選定は既に県側にて完了していま
すので、来場者のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞは民間側では
事前には出来る状況ではありません。ま
た、ﾚｽﾄﾗﾝやﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの取扱い品目
も美術館併設というｺﾝｾﾌﾟﾄがあるため、
収益を優先させた品目選定も民間側では
困難と考えます。（ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの商品
決定は県と協議するとの記載が実施方針
３８ﾍﾟｰｼﾞにもあります。）また、企画
展覧会などの成否によって左右される来
場者の数にこれら３つの事業の採算は大
きな影響を受けます。以上のことから、
収入ﾘｽｸを民間側だけでとるには民間側
の運営上の工夫を行う余地が少ないと考
えます。御回答をお願いします。

県による最低保証を行うことは考え
ておりませんが、それを前提とした
御意見がある場合は意見招請時に御
意見をお寄せください。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

31 4 葉山新館の維持管理業務の中で「建物保
守管理業務」「建物設備保守管理業務」
「外溝施設保守管理業務」のそれぞれに
（修理業務を含む）との記載がありま
す。この「修理業務」とは「長期修繕業
務」のことと理解しますが、長期修繕費
用についても、提案時に事業期間中の費
用を確定させた提案をする必要があるの
でしょうか？長期修繕計画はどの建物に
おいても立てるものですが、実際の建物
診断によって、その修繕の内容（費用）
は異なると考えます。計画に従って「都
度見積もる」方が、より県の費用の縮減
になると考えますが、どのようにお考え
でしょうか？建物の所有者が「県」か
「事業者」かという視点からではない回
答をお願いします。

　「修理業務」とは、長期修繕業務
を含む一切の修理業務をいい、建物
等の劣化した部分もしくは部材又は
低下した性質若しくは機能を原状又
は実用上支障のない状態まで回復さ
せることをいいます。修理費につい
ては、県が事業者に支払うサービス
の対価に含まれ、サービスの対価は
事業者の提案金額によることから、
提案時事業期間中の費用を確定する
必要があります。そのため、審査に
おいて修理費の妥当性を判断する必
要があり、長期修繕計画を提出して
いただく必要があります。

32 4 　美術館来館者に対して、県は駐車料金
の補助（無料券の交付等）を考えている
のでしょうか？　駐車場を来館者の利用
に支障がない範囲で、他の利用者（海水
浴客等）に開放してもかまわないでしょ
うか。　繁忙期における他の駐車場への
誘導等の対応を行うと示しております
が、提携駐車場あるいは他の施設との共
通券配布等は想定しているのでしょう
か。

駐車場料金に関する県の考え方は、
入札公告時にお示しします。原則と
して美術館利用者のための施設です
が、美術館運営に支障のない範囲で
他の利用者への開放も可能です。ま
た、他の施設との共通券について
は、その目的等が不明確ですので、
回答できません。

33 5 1 (1) 6)エ 「※新館サイン作成業務は、事業者決定
後、県と協議のうえ、建設工事と並行し
て実施する」という事は、落札者選定の
ために提出する提案書の内容に当業務は
含まれないと理解しているが、それでよ
ろしいか。

ﾃﾞｻﾞｲﾝの提案は必要としませんが、
事業者決定後のﾃﾞｻﾞｲﾝの作成、提案
の方法については、提案書の内容に
含まれます。具体的な内容は、入札
公告時に入札説明書において示しま
す。

34 5 1 (1) 6)オ 事業者の事業の範囲のひとつに、「県へ
の新館施設賃貸業務」が挙げられている
が、独立採算となる新館喫茶・レストラ
ン、新館ミュージアムショップの施設部
分も、この新館施設賃貸業務に含んで県
に賃貸し、この施設部分は無償で県から
使用させてもらう（ただし、内装、設
備、備品等は事業者負担）と理解してよ
ろしいか。

御質問のとおりです。ここでいう施
設部分とは、実施設計書に記載され
ている部分及び参考図面に記載され
ている部分です。

35 5 1 (1) 6) 葉山新館に係るバスベイ・歩道整備の工
事費についても、県から事業者に支払わ
れるサービス対価に含まれると理解して
よろしいですか。

御質問のとおりです。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

36 5 1 (1) 6）キバスベイ・歩道整備に関する建設費割賦
相当額は、新館同様県の支払うサービス
料に含まれると考えて良いのですか？

御質問のとおりです。

37 5 1 (1) ７）ア葉山新館使用開始（平成15年４月）か
ら、葉山新館の開館（平成15年10月）ま
で6ケ月の期間が設けられていますが、
これは、開業準備期間と考えてよろしい
ですか。  また、事業者の独立採算で運
営する喫茶・レストラン、新館ミュージ
アムショップ、新館駐車場の開業は、葉
山新館開館同日となるのですか。新館開
館に合わせることなく、開業することは
可能でしょうか。

葉山新館の養生期間を６ヶ月と考え
ています。また、喫茶・レストラ
ン、ミュージアムショップ、駐車場
の開業については、美術館の付帯施
設として新館開館時期に合わせて開
業していただきます。

38 5 1 (1) ７） 鎌倉館本館での事業期間終了後、建物が
存続するとした場合、維持管理業務はど
のように考えればよいのでしょうか。

入札公告時にお示しします。

39 5 1 (1) ８） 鎌倉本館のみ維持管理業務契約期間が平
成15年度から平成27年度の13年間と短く
なっていますが、葉山新館と鎌倉別館と
同じ30年に延長される可能性はあるので
しょうか。

延長される可能性はないと考えてい
ます。

40 5 1 (1) ７） 平成２８年３月に鎌倉本館の土地賃貸借
契約が満了し、本館の閉鎖又は移転が必
要となった場合、葉山新館の増築工事が
行われ、葉山新館が工事期間中一時閉館
されるような可能性はありますか？　葉
山新館が一時閉館された場合、その期間
中の維持管理業務従事者の扱いやレスト
ランの営業の可否等PFI事業の事業計画
に大きく影響いたしますので、現段階で
のお考えを御提示下さい。

葉山新館の増築工事については考え
ておりません。

41 5 維持管理･運営は平成１５年４月からと
記載されているが、鎌倉本館･別館およ
び葉山新館ともに平成１５年４月からと
の認識でよいか？

御質問のとおりです。

42 5 工期短縮は評価の対象になるのか御指示
ください。

　地方自治法第167条の10の２第５項
の規定により、入札公告時に落札者
決定基準を公告しますので、入札公
告時にお示しします。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

43 5 本件はBOT方式とのことですが、独立採
算であるとされている３つの事業（喫
茶・ﾚｽﾄﾗﾝ運営、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの運営、
駐車場の運営）に関わる備品・設備につ
いても、事業期間終了後県に無償譲渡す
ることになるのでしょうか？例えば、事
業者としてのSPCから喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ運営業
務をある会社に委託する場合、その会社
が独自の設備備品を持ち込む可能性があ
ります。そのような場合を想定した質問
です。

　独立採算である喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ運営、
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの運営、駐車場の運営
に係る備品・設備（No.34に記載する
施設部分に該当するものを除く）に
ついては、事業期間終了後も事業者
の所有に属するものであり、したが
いまして、事業期間終了後県に無償
譲渡する必要はありません。

44 5 維持管理会社或いは維持管理委託先につ
いて、葉山館と鎌倉館の２館とも、同一
の維持管理会社で行う必要はあるので
しょうか。

必要ありません。

45 6 1 (2) 2)③ 「PFI事業として実施することの定性的
評価」とあるが、定性的評価基準を具体
的にお示しください。

　地方自治法第167条の10の２第５項
の規定により、入札公告時に落札者
決定基準として公告します。

46 6 1 (2) 特定事業として選定された場合と選定さ
れなかった場合とでは、スケジュール及
び手続きなどで違いが生じるのでしょう
か。

　特定事業に選定されなかった場合
は、選定されなかった理由を付し
て、その旨を公表いたします。な
お、特定事業に選定されなかった場
合は、現在公表されている実施方針
の内容でPFI事業を行うことはできま
せんので、改めて事業の実施方法に
ついて検討します。

47 7 2 (2) 全体スケジュールに、１月中旬VE提案審
査結果通知、１月下旬提案書の提出とあ
るが、通知を受けてから提案書の作成ま
でに１０日間位しかないことになる。こ
れでは、積極的に多数の提案を行ったグ
ループほど不利なスケジュールとなる。
VE提案の時期を早めるとか、審査結果通
知の時期を早めるとかして、ハードスケ
ジュール解消の余地はないか。

　正式なスケジュールについては、
入札公告時に入札説明書でお示しし
ます。

48 7 2 (2) ⑫提案書提出で、ヒアリングを予定して
いるとあるが、提案書で事業者の考え方
は表現されているものであり、不要と考
える。ヒアリングは、優先交渉権者と行
い、不調の場合に次点者と行うのが公平
と考えるが、如何か。

　要望事項として承ります。なお、
事業者選定方法は総合評価一般競争
入札によるものであるため、提案内
容が不明な点につき、ヒアリングを
実施する予定です。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

49 7 2 (2) 「⑬落札者の選定」とあるが、新衛生研
の場合は、“優秀提案の選定”、県立大
の場合も“優秀提案の選定”となってお
り、今回“落札者”とした理由は何か。

　本事業の事業者選定方法は、地方
自治法施行令第167条の10の２の規定
による総合評価一般競争入札による
ものであり、神奈川県ＰＦＩ事業者
選定審査会により選定された優秀提
案を基に落札者を選定することにな
ります。ただし、同施行令第167条の
２第１項第７号の規定により、落札
者が契約を締結しないときは随意契
約によることができるため、次順位
者を選定することはあり得ます。詳
細については入札公告時に入札説明
書でお示しします。

50 9 2 3） 「鎌倉館（本館及び別館）の設計図書は
閲覧に供する」となっていますが、正確
な保守維持管理計画に竣工図がぜひ必要
です。配布の方向で検討をお願いできな
いでしょうか。

入札公告時において可能な限り頒布
します。

51 9 鎌倉館に係る設計図書の閲覧期間が定め
られているが、維持管理業の検討を行う
上でも手元に図面を必要とするので、有
償頒布してもらえないか。

入札公告時において可能な限り頒布
します。

52 9 設計図書について閲覧のみでなく、図面
の配布をお願いしたい。維持管理費を試
算するにあたって必要な事項であり、図
面提供がされない場合には、元施工者
等、従前からの関係者が圧倒的な優位と
なり、PFI事業としての公平性が保たれ
ないと思われる。

入札公告時において可能な限り頒布
します。

53 10 2 （3）⑧   平成12年8月４日（金）に開催された
現地見学会とは別途、今後現地調査可能
な日時を、県で設定する予定はあるので
しょうか。

現況調査は実施方針１０ページ⑧に
記載したとおりです。日時につきま
しては、入札公告時にお示ししま
す。

54 10 2 （3）⑧ 近代美術館鎌倉館（本館及び別館）につ
いて、現況調査を実施させていただけな
いでしょうか？

入札公告時にお示しします。

55 10 2 （3）⑧ 実施方針１０ページの現況調査とは、８
月４日の現地見学会とは別に敷地の状況
等を確認する機会を設けていただけると
理解してよろしいですか？

御質問のとおりです。

56 10 民間からの意見に対し、直接ヒアリング
を行う予定とあるが、新衛生研究所の場
合は、意見が理解できたとの理由によ
り、ヒアリングは中止となった。同様の
ことは考えられるか。

　意見招請による意見の内容によっ
てはヒアリングを行わないこともあ
り得ます。ヒアリング実施の要否に
つきましては、意見招請の内容を踏
まえて決定いたします。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

57 11 1 （4）１）⑥事業者がＳＰＣを設立する場合には、①
ＳＰＣはグループ構成員とすべきか、②
ＳＰＣは複数にできるか、③ＳＰＣは応
募時に設立されていなければならないか
を確認させて頂きたい。

　①ＳＰＣの設立にあたっては、必
ずしもグループ構成員のみの出資に
より設立されることは必要ありませ
ん。ただし、応募グループが事業予
定者に選定された場合には、グルー
プ構成員による出資を主体としたＳ
ＰＣとする必要があります。②県は
事業者としては１社のＳＰＣと建
設、建物賃貸、維持管理業務等を一
体的に行う契約締結を行います。③
事業予定者として選定された後仮契
約の締結前までにＳＰＣを設立する
ことで足ります。

58 11 1 （4）１）⑦事業者がグループの場合には、グループ
の代表者が神奈川県競争入札参加者資格
名簿に登録されているという条件を満た
す必要があるとあるが、代表者以外のグ
ループ構成員がこの条件を満たすだけで
はいけない理由は何かを御教示頂きた
い。

　ＰＦＩ事業の大きな要素が建物賃
貸借であるため、グループの場合に
は、グループの代表者は責任を持っ
て基本的要件の①～⑦のすべて（当
該グループの代表者が施工を担う者
の代表者を兼ねる場合には、基本的
要件の①～⑧のすべて）を満たす者
であることが必要と考えておりま
す。グループの代表者以外の者は、
基本的要件の①～⑥（ただし、グ
ループの代表者以外の者が施工を担
う者の代表者である場合には、当該
者については、基本的要件の①～⑥
及び⑧）を満たせば足ります。

59 11 1 （4）４） 事業者がＳＰＣを設立し、ＳＰＣ自身が
一切の具体的な業務を行わないスキーム
を提案することは可能かを御教示頂きた
い。この場合、維持管理業務等を受託者
に委託するとしたら、この受託者もグ
ループ構成員にあたるか御教示頂きた
い。

　ＳＰＣを設立される場合、県との
契約との相手方は、当該ＳＰＣとな
りますので当該ＳＰＣがPFI事業を行
うこととなります。この場合におい
て、維持管理業務などを他の事業者
に委託することは可能です。なお、
この場合、受託者はグループ構成員
には該当しません。

60 11 1 （4）１） 事業者が、ＳＰＣを設立する場合には、
資本構成及び役員構成について制限はあ
るか御教示頂きたい。

　ＳＰＣの資本構成及び役員構成に
つきましては、原則として制限はあ
りません。出資者につきましても、
必ずしも応募者（応募者がグループ
の場合は、グループ構成員）のみの
出資により設立されることは必要あ
りません。ただし、応募者が事業予
定者に選定された場合には、応募者
（応募者がグループの場合はグルー
プ構成員）による出資を主体とした
ＳＰＣとする必要があります。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

61 11 2 （3）⑬ 落札者の選定については、１者と限定し
ているのでしょうか？　それとも、優先
交渉順位を付して２者以上を選定するの
でしょうか？

　総合評価一般競争入札は地方自治
法第２３４条に規定する一般競争入
札の一類型であり、神奈川県ＰＦＩ
事業者選定審査会により選定された
優秀提案を基に１者の落札者を決定
することとなります。ただし、落札
者が契約を締結しなかった場合、地
方自治法施行令第１６７条の２第１
項第７号の規定により、落札者以外
の者と随意契約を締結することがで
きるため、優先順位を付して次順位
者等を選定することを検討していま
す。詳細につきましては、入札公告
時にお示しします。

62 11 2 （4） 実施方針１１ページの「１）基本的要
件」と１２ページの「４）その他」を読
むと、Ａ社が応募グループＢにグループ
構成員として参加し、同時に応募グルー
プＣの受託業者になる事が可能と解釈で
きますが、このような解釈でよろしいで
すか？

　維持管理業務、美術館支援業務、
備品等整備業務及びその他業務のう
ち、業者数が限定され、重複せざる
を得ないものなど特殊な業務につい
ては、御質問のとおりです。

63 12 2 （4）４）②受託業者は複数の応募者の委託先となる
ことが可能となっておりますが、維持管
理会社等は複数の応募グループに参画で
きるという意味でしょうか？この場合、
応募の時点で当然応募グループは各業者
から見積等を徴収しており、維持管理企
業等が複数のグループに参画できるなら
ば、応募グループに見積額等提出する
際、同じ内容で提出する恐れがあり、
VFMの最大化が損なわれることになり兼
ねないと思われるが、いかがお考えで
しょうか。

　御質問の前段につきましては、維
持管理業務、美術館支援業務、備品
等整備業務及びその他業務のうち業
者数が制限され、重複せざるを得な
いものなど特殊な業務については、
そのとおりです（ただし、複数のグ
ループの構成員となることはできま
せん。）。

64 12 2 （4）４） 「①受託業者（維持管理業務、美術館支
援業務、備品等整備業務及びその他業
務）を応募者の構成員にすることは可能
である。②受託業者は、複数の応募者の
委託先となることが可能」とあります。
しかし、「１応募者の構成員は、他の応
募者の構成員となることはできない」と
ありますが、この場合はどのように考え
たらよろしいでしょうか。

　受託業者が１応募者の構成員と
なった場合、他の応募者の構成員と
なることはできませんが、他の応募
者の受託業者となることは可能で
す。

65 12 ⑤１応募者の構成員は、他の構成員とな
ることは出来ない。⑥応募者の構成員の
変更は認めない。上記２項につきまし
て、応募時にどの構成員にも応募してい
ない企業を当選後、建設工事JV構成員と
することは可能でしょうか？

　建設工事請負契約は事業者と建設
企業との間において締結される契約
により決まるものであるため、可能
です。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

66 12 構成員と受託業者の違いについて、具体
的に御教示下さい。　例えば、維持管理
会社について、あるｸﾞﾙｰﾌﾟの構成員と
なった者でも、受託業者として複数の応
募者の委託先になることも可能なので
しょうか。

　受託業者が１応募者の構成員と
なった場合、他の応募者の構成員と
なることはできませんが、他の応募
者の受託業者となることは可能で
す。

67 12 資金調達においてサポートする金融機関
がグループ構成員となった場合、この金
融機関は他のグループが選定された際に
そのグループによる資金調達に関与する
（例えばシンジケート団の一員として
ローンを供与する）ことはできないの
か。

　可能です。

68 13 2 (5) 2)② 県立大の時は、審査項目として、性能・
機能、計画・技術、維持管理が設定され
点数配分されたうえ、総合的な評価がな
されたと理解している。一方、審査講評
における５総評③においては、審査項目
に無いものの、事業の実現性について評
価がなされている。今回の②提案審査に
おいて、業務遂行能力という表現がある
が、これは県立大でいうところのいわゆ
る事業の実現性に該当するものか。ま
た、該当する場合、県立大の時のよう
に、審査項目（基準）が無く、総合的に
評価されるのか。

　審査基準につきましては、入札公
告時に落札者決定基準としてお示し
します。

69 13 2 (5) 2)② 審査項目（基準）を設定する場合、ス
キームの安定性（仕組みそのもの）、保
険等によるリスクマネジメントの考え
方、資金調達の実現性（レンダ－の関与
の程度）、エクイティー出資者とその厚
み、アドバイジング体制（法務、税務、
会計等）、調達コスト（スプレッド）等
が考えられるが、どの様な項目を重視す
べきとお考えか。

　審査基準につきましては、入札公
告時に落札者決定基準としてお示し
します。

70 13 2 （５）１） PFIの基本原則・主義である客観性・公
平性・透明性等を、審査過程においてど
のように担保するのでしょうか。 審査
会の審査委員の選定は、どのような基準
で選定するのですか。 ｢VE提案要項｣に
提案方法は記載されているが、VE提案
は、総合的提案の｢建設｣にどの程度の重
きをもつのでしょうか。

　本事業の事業者選定につきまして
は、神奈川県PFI事業者選定審査会に
よる審査を経て決定されます。審査
会の委員につきましては、外部委員
６名、県職員３名、計９名の委員を
すでに選定しており、委員長、副委
員長、委員の職及び氏名につきまし
ても７月２８日に公表しておりま
す。審査基準につきましては、入札
公告時に落札者決定基準としてお示
しします。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

71 13 2 （5）２） 資格審査を通過した応募者が提案書の提
出を辞退することは可能でしょうか。そ
の場合、どのような手続きが必要でしょ
うか。 事業者の選定は、価格その他の
要素を総合的に評価し、最も有利なもの
を選定すると、記述されていますが、評
価項目と配点は入札条件に提示されます
か。

　可能です。手続につきましては、
入札公告時に入札説明書でお示しし
ます。資格審査を通過した応募者が
提案書の提出を辞退する場合、所定
の用紙を提出していただくことにな
ります。審査基準につきましては、
入札公告時に落札者決定基準として
お示しします。

72 13 2 （5） ２）審査手順に関する事項で、「最終的
な事業者の選定は、価格その他の要素を
総合的に評価し、最も有利なものを選定
することとする」とありますが、『総合
的に評価』には、審査員による多数決方
式は含まれていないと解釈してよろしい
ですか？

　審査基準につきましては、入札公
告時に落札者決定基準としてお示し
します。

73 13 2 （5） 「１）審査に関する基本的な考え方　①
審査に際しては、、、落札者決定基準を
入札公告時に公表する。」とあります
が、各項目について明確な数字での公表
をお願いしたい。

　要望事項として承ります。なお、
審査基準につきましては、入札公告
時に落札者決定基準としてお示しし
ます。

74 13 2） 審査手順に関する事項「････価格そ
の他の要素を総合的に評価し、最も有利
なものを選定する。････」とあります
が、最も有利なものとはどのような基準
でどのような決め方をされるのかお示し
下さい。入札公告時に公表される「落札
者決定基準」にて明示されるのであれ
ば、その旨お教え願います。

　審査基準につきましては、入札公
告時に落札者決定基準としてお示し
します。

75 14 「事業者は、条件規定書に基づき作成さ
れた契約書に従い、誠意をもって責任を
履行する。」との記載がありますが、１
１月に公表予定の条件規定書は、あくま
で「案」であるとの理解でよろしいで
しょうか？ﾘｽｸ負担に関する最終的な取
り決めは、県と優先交渉者との間の協議
を経てなされるものと、理解しています
ので、確認させて下さい。

　総合評価一般競争入札方式のた
め、入札公告時にお示しする条件規
定書の内容を変更することは想定し
ておりません。ただし、条件規定書
でお示しした条件内容を変更しない
範囲内において、条件の詳細につい
て県と事業者との間で協議を行い、
契約書の内容を確定させることは可
能と考えております。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

76 15 3 （5）２） 契約書で定められた要求水準が維持され
ないことが判明した場合は、サービスに
対する支払いの減額を行う、と記述され
ていますが、PFI事業者が行う新館喫
茶・レストラン、新館ミュージアム、新
館駐車場（すべて独立採算部分）の取扱
いはどのように考えるのでしょうか。

　独立採算部分の運営につきまして
は、サービスの対価に含まれておら
ず、サービスの対価の支払いの減額
対象外ですが、モニタリングの対象
にはしていきたいと考えておりま
す。（モニタリングは行いますが、
独立採算部分の運営のみが不適正で
あることをもってサービスの対価の
支払いを減額することはありませ
ん。）。詳細につきましては入札公
告時にお示しします。

77 15 3 （5）１） 「④モニタリング費　県の負担とする」
とありますが、モニタリングにおいて事
業者側で発生する費用も含まれるので
しょうか。

　事業者側で発生する費用（条件規
定書において例示するものなど）は
事業者負担となります。

78 15 支払いの減額される割合等について、県
の考え方の御教示御願いします。　サー
ビス対価は一体不可分であるため、維持
管理の不具合により減額される場合、そ
の割合が建設費等のイニシャル投資相当
分に影響が出るほどの減額割合を設定す
ることもあるのでしょうか。

　入札公告時に条件規定書において
お示しします。

79 16 4 （2） 葉山新館の土地については、地上権の設
定は予定されていないとのことですが、
事業者がプロジェクトファイナンス方式
での銀行借入を行う場合には、銀行から
の抵当権設定要求が予想されます。この
ような場合には、県は地上権設定に柔軟
に対応されるのでしょうか。

　地上権の設定は予定しておりませ
ん。使用貸借権の設定を予定してお
ります。事業期間中においては、県
側からの使用貸借権の解除は行いま
せん。なお、建物への担保権設定に
つきましては、県の承諾を必要とす
ることとさせていただく予定です。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

80 16 4 (2) 「（葉山新館）土地を無償で使用するこ
とができる」とありますが、事業期間中
の土地に係る公租公課はどのように考え
ればよろしいでしょうか。

 葉山新館建設予定地については県有
地であるため、公租公課は発生しま
せん。

81 16 4 (2) 葉山新館については、事業者の独立採算
事業部門を含む新館全体について土地の
無償使用が認められるという理解でよい
か御教示頂きたい。

　御質問のとおりです。

82 16 4 (2) 葉山新館の敷地(普通財産)について、賃
貸借契約とし、土地賃料相当額を、事業
の対価に上乗せする考え方は採用するこ
とは考えられないか御教示頂きたい。

　土地の利用につきましては、使用
貸借権（無償）の設定のみを考えて
おります。

83 16 4 (2) 鎌倉本館､別館に関し事業者が維持管理
業務を行う際の利用形態について、建物
賃貸借契約は必要ないとの考え方か確認
させて頂きたい。

　事業者は県と別途建物賃貸借契約
を締結する必要は御ざいません。

84 16 4 (3) 新館喫茶・レストランの採算計算の参考
とする為、鎌倉館本館の喫茶室について
その利用状況をお尋ねします。過去数年
間の実績に関しまして、以下の項目に御
回答頂けると幸甚です。①席数②営業時
間、営業日数（年間、月別）③売上高
（年間、月別）、１営業日当り平均売上
高（平日、休祭日別）④利用者数（年
間、月別）、１営業日当り平均利用者数
（平日、休祭日別）⑤メニュー構成（種
類、単価）※美術館の入館者数（年間、
月別）、１営業日当り平均入館者数（平
日、休祭日別）についても併せて御教示
下さい。

鎌倉館本館の喫茶室は極めて小規模
でありますので、比較の対象とはな
りません。

85 16 鎌倉館本館に関してはPFI契約が平成２
７年度までとなっているが、サービス対
価については、その分２８年度より減額
となるのでしょうか？

　サービス対価の支払方法につきま
しては、意見招請を踏まえ決定し、
入札公告時にお示しします。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

86 16  鎌倉本館については、PFI契約を平成27
年度までとしているが、更新は ないも
のと考えてよろしいのか。 これに関連
して業務要求水準書Ｐ34の各業務体制に
ついては現在の人員 （県職員か否かは
不明）を前提とするのかどうかお示し願
います。

ご質問のとおりです。新館開業後に
おける県職員の人員配置について
は、開館時までは未定です。委託予
定人員数はお示しいたしませんが、
県の要求水準を満たす人員を御提案
ください。

87 17 6 独立採算事業部門の撤退も､事業継続が
困難となった場合に含まれるのかを御教
示頂きたい。独立採算事業は、事業者の
事業範囲に含まれていない美術館運営の
影響を受ける可能性が高いので、撤退を
認める一定の条件を設けることが可能か
を御教示頂きたい。

　独立採算事業部門の撤退を認める
予定はありません。したがいまし
て、事業継続が困難となった場合に
は該当しませんし、撤退を認める条
件設定はできません。

88 17 7 (1) ②③の支援を前提とした提案をしなけれ
ばならない（前提とすることが、審査上
評価される）ということか。

　地域総合整備資金貸付及び日本政
策投資銀行による融資が適用され、
県のサービスの対価の支払の軽減に
つながる場合においては、地域総合
整備資金貸付及び日本政策投資銀行
による融資を導入していただきま
す。提案方法(審査方法も含む）の詳
細につきましては、入札公告時にお
示しします。

89 17 7 (1) 事業者が市中銀行からプロジェクトファ
イナンス方式で借入れを行う場合、30年
間の融資期間は日本における金融市場の
発達の度合に比して、あまりにも長すぎ
る感があります。プロジェクト ファイ
ナンスの組成を容易にし、また借入人と
なる事業者の返済能力に余裕を持たせる
為に、例えば事業期間を20年に短縮し、
そのうち最初の15年間をローン返済に、
残り5年をローン返済の猶予期間に充当
するといったことも検討して頂けるので
しょうか。

　事業期間は３０年間から短縮する
ことは考えておりません。なお、事
業者の責任において、事業期間より
もローン返済期間を短縮することは
可能です。

90 17 7 (1) ふるさと融資、日本政策投資銀行による
融資が仮に受けられる場合、その金額は
事業資金の何割程度と考えられますか。

　（財）地域総合整備財団が行う通
称ふるさと融資は当該事業における
施設の取得等に係る費用及び当該施
設の取得等に伴い必要となる付随費
用に係る借入額の20％以内（上限26
億円）、日本政策投資銀行によるPFI
関連融資制度のうち、一般融資につ
きましては制度上対象施設の建設等
に要する費用の50％以内としており
ます。なお、日本政策投資銀行によ
る社会資本整備促進融資（低利融資
及び無利子融資）については、現状
未定です。提案における日本政策投
資銀行の融資の活用については入札
公告時にお示しします。なお、現行
制度上は、ふるさと融資と日本政策
投資銀行による社会資本整備促進融
資のうち無利子融資を併用すること
はできません。
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91 17 7 (1) ふるさと融資を利用することが前提にあ
るが、ふるさと財団の審査結果が「否」
という可能性はあるのか。また、ふるさ
と融資の融資期間１５年以内であるが、
これを事業資金の一部として利用すると
いうことと理解してよいか。

　ふるさと融資の審査はふるさと財
団により行われるため、ふるさと融
資の審査結果が「否」という可能性
はございます。また、ふるさと融資
は事業資金の一部として御利用くだ
さい。

92 17 地域総合整備資金貸付（通称ふるさと融
資）について、県との協議窓口を御紹介
いただきたい。

　県における協議窓口は、総務部財
産管理課リース・PFI担当です。

93 17 　③日本政策投資銀行による融資の具体
的な内容を教えて下さい。

　（財）地域総合整備財団が行う通
称ふるさと融資は当該事業における
施設の取得等に係る費用及び当該施
設の取得等に伴い必要となる付随費
用に係る借入額の20％以内（上限26
億円）、日本政策投資銀行によるPFI
関連融資制度のうち、一般融資につ
きましては制度上対象施設の建設等
に要する費用の50％以内としており
ます。なお、日本政策投資銀行によ
る社会資本整備促進融資（低利融資
及び無利子融資）については、現状
未定です。提案における日本政策投
資銀行の融資の活用については入札
公告時にお示しします。なお、現行
制度上は、ふるさと融資と日本政策
投資銀行による社会資本整備促進融
資のうち無利子融資を併用すること
はできません。

94 17 実施方針には「通称ふるさと融資」およ
び「日本政策投資銀行による融資」が挙
げられています。事業者側でこれらの融
資が行われるべく努力をすることは、理
解しますが、その適用のための前提条件
が明らかになっていな状況では、どのよ
うな努力をしなければいけないか、提案
前に把握することは困難です。これら融
資の適用のために事業者の想定以上の負
担（事務的経費など）が必要となった場
合には合理的な範囲で、県にも御負担頂
くことは可能でしょうか？

　ふるさと融資及び日本政策投資銀
行による融資につきましては、県も
適用に向けて努力いたします。これ
らの融資の適用のために事業者の想
定以上の負担が必要となった場合で
あっても県が負担を行うことは考え
ておりません。
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No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

95 17 ふるさと融資の適用について、県は融資
についてふるさと財団と事前協議等の環
境整備等を行われているものと思慮しま
すが、現在どのような状況になっている
でしょうか。　「事業者は～充当すべ
く、県と協議する。」とは、「地域振興
民間能力活用事業計画」を策定するため
に、県と事業者が協議を行うことであ
り、計画策定後民間事業者が融資の要件
を全て満たし、融資申請を行ったとき
は、県は融資実行に向けて協力するとの
理解でよろしいでしょうか。　　ふるさ
と融資の適用により、県が事業者に支払
う代金の軽減効果については、提案時に
は考慮せず、融資確定後、県との協議の
後に支払代金の改定を行うと理解してよ
ろしいでしょうか。

　御質問の前段につきましては、現
在県はふるさと融資の適用に向けて
努力しているところであり、中段に
つきましては、御質問のとおりで
す。後段につきましては、入札公告
時にお示しいたします。

96 18 8 （４） 効果的なVE提案をすることは、評価の加
算になるのでしょうか。

　入札公告時において落札者決定基
準でお示しします。

97 18 8 （５） 特例許可の再取得にあたっては、VE提案
により必要となった変更も再取得をす
る、と記述されているが、特例許可の再
取得リスクは、どちらが負うものなの
か。

　ＶＥ提案により必要となった変更
の有無にかかわらず、事業者が行う
ものです。

98 18 8 （５） 特例許可の再取得は県が行うと考えて宜
しいのですか？それとも設計事務所が行
うのですか？設計事務所が行う場合、事
業者の責務とは関係のない県発注の設計
業務の範囲で行われるのですか？

　ＶＥ提案により必要となった変更
の有無にかかわらず、事業者が行う
ものです。

99 18 8 （６） 「工事に伴い新たな埋蔵文化財が出土し
た場合には、事業者は県と協議する。」
とありますが、当該事由により発生した
追加費用、損害等に関しては、県が負担
すると理解してよろしいですか。

埋蔵文化財発見に伴うリスクは県が
負担することになります。

100 18 8 （６） 埋蔵文化財発見に伴う､工事遅延､工事費
増額のリスクは県と事業者のいずれが負
担するのかを御教示頂きたい。

埋蔵文化財発見に伴うリスクは県が
負担することになります。
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101 18 8 （７） 「新館建設地域に下水道が整備された場
合」とあるが、整備が遅れた場合、その
間の処理はどうするのか。又、その間の
暫定処理施設の費用はサービスの対価に
含まれ、事業者に償還されるのか。

施設には浄化槽が設置されますの
で、下水道が整備されるまでの間は
浄化槽による処理が行われます。浄
化槽に係る費用はサービスの対価に
含まれます。

102 18 8 （７） 葉山新館に隣接する道路内に敷設が予定
されている、下水本管の敷設完了予定時
期につき、御教示下さい。

葉山新館から下水道に接続できる時
期については、葉山町の下水道整備
計画に進捗状況に影響されるため、
県では予想できません。

103 18 8 （７） 下水道が整備され、葉山新館から下水道
に接続出来る時期はいつ頃でしょうか？

葉山新館から下水道に接続できる時
期については、葉山町の下水道整備
計画に進捗状況に影響されるため、
県では予想できません。

104 18 「工事に伴い、新たな埋蔵文化財が出土
した場合には、事業者は県と協議す
る。」との記載がありますが、場所の選
定は県の責任で行ったものです。「県と
協議する」とは「県の責任で対処する」
との意味であるとの理解でよろしいで
しょうか？

埋蔵文化財発見に伴うリスクは県が
負担することになります。

105 22 1 葉山新館喫茶・レストラン、葉山新館
ミュージアム ショップ、葉山新館駐車
場は事業者の独立採算とする一方で、業
務内容について細かな指示を県から出す
ことに矛盾はないのでしょうか。事業者
に完全に任せるという選択肢はないので
しょうか。

　矛盾はありません。神奈川県立近
代美術館は公の施設であり、レスト
ラン等は独立採算としながらも公共
サービスの提供を行うものであり、
美術館の雰囲気と調和すべく、業務
水準について業務要求水準書案でお
示しさせていただいております。し
たがいまして、最低限県からお示し
した要求水準を満たすことは必要で
あり、独立採算部分につきましても
モニタリングを行っていきたいと考
えております。

106 22 2 維持管理・運理期間中の金利リスク、物
価リスクについては、事業者へのサービ
ス対価の改定方法を金利・物価指数連動
とすることで、県のリスク分担比重を高
めるべきではないかと思いますが、この
点についてどのようにお考えでしょう
か。

　サービス対価の支払方法につきま
しては、意見招請の結果を踏まえ、
入札公告時にお示しします。
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107 22 葉山新館喫茶・レストラン、葉山新館ミ
ユージアムショップ、葉山新館駐車場
は、事業者の独立採算となっています
が、これらにつきましても、県のモニタ
リングの対象となり、要求水準に達しな
い場合は、サービス対価の減額対象とな
ると理解してよろしいですか。

　独立採算部分の運営につきまして
は、サービスの対価に含まれておら
ず、サービスの対価の支払いの減額
対象外ですが、モニタリングの対象
にはしていきたいと考えておりま
す。（モニタリングは行いますが、
独立採算部分の運営のみが不適正で
あることをもってサービスの対価の
支払いを減額することはありませ
ん。）。詳細につきましては入札公
告時にお示しします。

108 22 「葉山新館喫茶・レストラン、葉山新館
ミュージアムショップ、葉山新館駐車場
は事業者の独立採算とする」とされてい
ますが、このこのことについて確認させ
てください。①各事業がそれぞれにおい
てあるいはトータル事業として、黒字化
が必須ということでしょうか。それと
も、②赤字でも差し支えなく、要は事業
者リスクであるという意味でしょうか。

　独立採算部分につきましては、民
間事業者が利益を上げるようノウハ
ウを活用していただけると考えてお
りますが、御質問の②のとおり事業
者リスクであると考えております。

109 22 美術館支援業務にある新館喫茶・レスト
ラン，ミュージアムショップ，駐車場に
ついての清掃等に関する部分はサービス
の対価としての対象と考えてよろしいの
か。どこまでの範囲をもって独立採算と
するのかを明確にしていただけないで
しょうか。

喫茶・レストラン、ミュージアム
ショップ及び駐車場の清掃等に関す
る部分は、それぞれの業務に付随す
る業務として、サービスの対価の対
象ではなく、事業者の責任となると
考えています。
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110 22 「本事業はPFI事業であることから…事
業者の責任で一括で提供する。」「事業
者から提供されるｻｰﾋﾞｽは一体であるた
め…県もその対価を一体で支払う。」と
の表現が頻繁に出てきますが、「PFI事
業である」ことを理由として、ｻｰﾋﾞｽは
一体として提供されるというその根拠は
何でしょうか？（通称PFI法に規定があ
るのでしょうか？）それぞれのｻｰﾋﾞｽが
別個のものとして提供されたほうが、そ
れぞれのｻｰﾋﾞｽのﾘｽｸが分離されるため、
各ｻｰﾋﾞｽの長期的提供がより安価になる
という効果（特に金融面でのﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ
分上乗せを避ける効果）がでると考えま
す。

　PFI法上「一体」という文言はあり
ませんが、同法第２条第２項に「こ
の法律において『特定事業』とは、
公共施設等の整備等（公共施設等の
建設、維持管理若しくは運営又はこ
れらに関する企画をいい、国民に対
するサービスの提供を含む。）」と
されており、ＰＦＩ法はサービスを
一体で提供することを前提としてい
るものです。これを受けて内閣総理
大臣がＰＦＩ法第４条第１項の規定
に基づき定めた「民間資金等の活用
による公共施設等の整備等に関する
事業の実施に関する基本方針」前文
において、「建設（設計を含
む。）、維持管理及び運営の全部又
は一部が一体的に行われること等に
より、事業期間全体を通じての事業
コストの削減、ひいては全事業期間
における財政負担の縮減が期待でき
る。」と規定しており、サービスが
一体で提供されることを明確にして
おります。

111 22 葉山新館と鎌倉館の2者あるいは、葉山
新館､鎌倉本館､別館の3者は、サービス
の対象が異なる以上、それぞれに関する
サービスを一体として構成するのは、問
題があるのではないか。

近代美術館は葉山新館、鎌倉本館、
鎌倉別館が一体の施設であり、事業
者はサービスを一体的に提供できる
ものと考えています。

112 22 独立採算事業は、事業者の事業範囲に含
まれていない美術館運営の影響を受ける
可能性が高いので、最低来所者数の保証
をできないか御教示頂きたい。来所者が
一定の水準を超えた場合、収益を県に配
分することを条件に、来所者数の最低保
証はできないか御教示頂きたい。

最低来館者数を保証することは考え
ておりません。

113 22 葉山新館に関するサービスのうち、建物
賃貸借およびその対価である建物賃借料
を、他のサービスと分離して構成できな
いか御教示頂きたい。更に、賃料債権以
外のサービス料債権を分けて譲渡するこ
とは認められないか御教示頂きたい。

　サービスの対価は一体であり、全
体で一個の債権であり、個々のサー
ビスが独立した債権であるという法
的構成は考えておりません。したが
いまして、債権譲渡についても分離
して譲渡することは想定しておりま
せん。

114 22 葉山新館と鎌倉館について、それぞれ別
のSPCが事業主体となり、契約及び債権
債務を分離することは認めて頂くことが
可能か御教示頂きたい。

　葉山新館と鎌倉館（本館及び別
館）に係るサービスの提供は一つの
契約であり、別個の契約に分離する
ことは考えておりません。
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115 22 サービスの対価を一体として取り扱うと
しても、事業者が設立したＳＰＣ等への
債権の一括譲渡による証券化や金融機関
に対する債権譲渡担保(質権)の設定等は
可能か御教示頂きたい。譲渡に対する県
の承諾、無留保承諾、相殺権の放棄は得
られるかを御教示頂きたい。代理受領等
の方法による担保設定は可能かを御教示
頂きたい。

　譲渡及び担保設定には県の承諾が
必要です。承諾についてはケ－スを
みて承諾します。

116 22 債権の譲渡(担保)が認められる場合、当
該債権はPFI事業全体のサービスの対価
としての性質を有するとの県の見解によ
るかぎり、事業会社が設立したＳＰＣの
破綻時における、破産法63条・会社更生
法106条等の、賃料債権の譲渡に対する
制約はないとの理解でよいか御教示頂き
たい。

　本PFI契約におけるサ－ビスにつき
ましては、建物の賃料、その他の維
持管理サービスなどの混合したサー
ビス提供の対価として「サービスの
対価」を一体としてお支払いするも
のと考えております。事業者の破綻
時におけるサービスの対価の処分に
対してはその際のケ－ス・状況に応
じ法令にしたがい処理されます。

117 22 県の破綻時あるいは予算がつかない会計
年度が生じた場合に、長期債務負担行為
として県議会の承認を取得済みのサービ
スの対価の支払債務がどのように処理さ
れるかを御教示頂きたい。

　県が財政再建団体(地方財政再建促
進特別措置法に基づく準用団体。）
に転落した場合であっても、既に議
会の議決を得た予算についてはなお
効力を有し、既決予算に基づき既に
発生している、あるいは将来的に発
生する県の債務につきましては、当
該債務を踏まえた財政再建計画を策
定し、議会の議決及び自治大臣の承
認を受けることとなります。したが
いまして、既決予算を踏まえた財政
再建計画に基づき、既に発生してい
る、あるいは将来的に発生する県の
債務につきましては、原則として支
払いが停止されることはございませ
ん。

118 22 一体不可分であり、一体で支払うとある
が、本館、別館、新館の区分はあるの
か。また、賃料とは別なサ－ビス対価と
して支払われるのか。できれば、事業者
へ支払う項目内訳と県が直接支払う項目
内訳（例えば光熱費、御み処理費等）を
提示していただきたい。

県から事業者へ支払うサービスの対
価には、本館、別館、新館の区別は
ありません。サービスの対価は一体
で支払われます。県が直接支払う項
目は、施設の運営・維持管理に係る
光熱水費（ただし、付帯施設部分を
除く。）、電話料金（ただし、付帯
施設部分を除く。）、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」に定めら
れた廃棄物の処理費（ただし、付帯
施設部分を除く。）です。
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119 22 新館の喫茶・レストラン、ミュージアム
ショップ、新館駐車場については独立採
算制であるため、事業者の判断で営業時
間の設定や価格・営業品目の変更（店舗
業種変更含む）、室内改造等の業務改善
努力を図ってもかまわないのか。

事業者が事業者の創意・工夫のもと
業務改善努力を図ることを期待して
いるところですが、ただし、喫茶・
レストラン、ミュージアムショップ
及び駐車場は美術館の付帯施設と位
置付けられるところから、自ずから
美術館との調和が求められることに
なります。なお、休館日の営業を行
う場合は建築許可を再取得する必要
が生じる可能性があります。

120 22 年２回とあるが、半期ごと（９月、３
月）の後払いという認識でよいのか。

　サービス対価の支払方法につきま
しては、意見招請の結果を踏まえ、
入札公告時にお示しします。

121 22 「葉山新館喫茶・レストラン、葉山新館
ミュージアムショップ、葉山新館駐車場
は事業者の独立採算とする」とあり、こ
れはこの3事業者が県から事業者へ支払
う一体付加分のサービスの対価の対象外
となると理解するが、同時にこの３事業
者が「サービスの対価の減額等」の判断
基準となるモニタリングの対象外となる
と理解しても良いか？

　独立採算部分の運営につきまして
は、サービスの対価に含まれておら
ず、サービスの対価の支払いの減額
対象外ですが、モニタリングの対象
にはしていきたいと考えておりま
す。（モニタリングは行いますが、
独立採算部分の運営のみが不適正で
あることをもってサービスの対価の
支払いを減額することはありませ
ん。）。詳細につきましては入札公
告時にお示しします。

122 22 「事業者からの建設サービス、維持管理
サービス、美術支援サービス、備品等整
備サービスと、県によるその対価の支払
は一体不可分」となっている一方で、葉
山新館喫茶・レストラン、葉山新館
ミュージアムショップ、葉山新館駐車場
は事業者の独立採算とする旨記載があり
ますが、経理的な考え方、方法として
「県へのサービス部分」と、「独立採算
部分」とにつき、別建てで行うというこ
とでしょうか。例えば、清掃業務に関し
て申し上げますと、事業者として、効率
の面から施設全体に一括で清掃業務を実
施（或いは委託）した場合、この費用認
識を「県へのサービス提供部分」と「独
立採算部分」に分けることが難しいので
はと考えますが、便宜上にせよ、夫々の
費用認識を明確にする必要ありというこ
とでしょうか。

　独立採算部門につきましては当該
独立採算部門に係る事業を実施する
いっさいの費用がサービスの対価の
対象外です。したがいまして、清掃
などにつきましても、サービスの対
価の対象外となります。仮に事業者
が独立採算部門とそれ以外の部分に
係る清掃業務を同一の清掃業者に委
託する場合などは、面積など合理的
な基準により費用負担割合を定める
ことを検討しております。詳細につ
きましては、入札公告時において条
件規定書でお示しします。
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123 23 4 「サービスの対価は一体不可分であるた
め、減額等の対象はサービスの対価全体
である」とありますが、非常に厳しい感
じがします。減額（ペナルティ）の上限
設定を検討して頂くことはできるので
しょうか。ペナルティの範囲は維持管理
費程度にとどめるべきと考えますが、こ
れに対しどのような意見をお持ちでしょ
うか。

　モニタリング及びサービスの対価
の減額方法、減額の限度額などにつ
きましては、入札公告時にお示しし
ます。

124 23 4 事業者から提供されるサービスが契約書
に定められる要求水準に達しない場合
は、サービスの対価の減額等を行うとあ
るが、当該減額等の額は対応するサービ
スの対価の額の範囲内という制限は設け
ることが可能か御教示頂きたい。

　サービスの対価の減額方法、減額
の限度額などにつきましては、入札
公告時にお示しします。

125 23 5 １． ここで言う修理費とは、下記の定
義の修繕と理解してよろしいで　　す
か？　　　　修繕とは「劣化した部位・
部材あるいは機器の性能・機能を原状
（初期の水準）あるいは実用上支障のな
い状態にまで回復させるこ　と。但し、
保守の範囲に含まれる定期的な小部品の
取り替え等は　除く。広義には改修を含
める。」　　　　（建設大臣官房官庁営
繕局監修の建設改修設計指針より）２．
この修理費には、大規模修繕も含むと理
解してよろしいですか？３． この修理
費には、設備投資等のいわゆる資本的支
出は含まないと理解してよろしいです
か？

　１．　御質問のとおりです。２．
大規模修繕も含めたいっさいの修理
を含めます。したがいまして、御質
問のとおりです。３．御質問のとお
りです。

126 23 5 鎌倉館の修理費及び作業については、維
持管理業務の中に含まれないので、すべ
て県の負担という理解で良いか御教示頂
きたい。

　御質問のとおりです。

127 23 一体不可分であるため、減額等の対象は
サービスの対価全体であるとあるが、一
括の一律ダウンという考えなのか、全体
に占めるそのサ－ビスの価値の分だけダ
ウンさせるということなのか。

　サービスの対価の減額方法、減額
の限度額などにつきましては、入札
公告時にお示しします。
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128 23 新館の修理費はサービス対価に含まれる
とあるが、通常の損耗に伴う修理のみで
機能アップは一切考えないという認識で
かまわないか。また、機能アップや施設
の陳腐化等による改善などが生じた場合
は、別途県が負担するのか、賃料アップ
等の変動費で見込んでかまわないのか。

　「修理業務」とは、長期修繕業務
を含む一切の修理業務をいい、建物
等の劣化した部分もしくは部材又は
低下した性質若しくは機能を原状又
は実用上支障のない状態まで回復さ
せることをいいます。修理費につい
ては、県が事業者に支払うサービス
の対価に含まれ、サービスの対価は
事業者の提案金額によることから、
提案時事業期間中の費用を確定する
必要があります。そのため、審査に
おいて修理費の妥当性を判断する必
要があり、長期修繕計画を提出して
いただく必要があります。詳細につ
きましては、入札公告時に入札説明
書でお示しします。

129 24 VE提案の優劣や採点等の評価は行わない
とあるが、設計図書変更の採否の審査は
どのような基準でおこなわれるのか。
又、設計図書変更の採否の審査は誰が行
うのか。更に、設計図書変更の採否の審
査について、どのように公平性・透明
性・客観性を担保されるか。

　ＶＥ提案の範囲につきましては、
ＶＥ提案要領３「ＶＥ提案の範囲」
でお示しした９項目の基準のとおり
です。応募者から提出されたＶＥ提
案は、その提案がＶＥ提案の範囲に
合致しているかどうかを神奈川県PFI
事業者選定審査会（構成員は外部委
員６名、県職員３名、計９名の委員
をすでに選定しており、委員長、副
委員長、委員の職及び氏名につきま
しても７月２８日に公表しておりま
す。）において審査し、同審査会に
おいてＶＥ提案の採否について判断
します。ＶＥ提案の内容につきまし
ては、事業提案審査の際にその他の
項目と併せて同審査会において審査
を行います。その際の審査基準につ
きましては、落札者決定基準として
入札公告時にお示しします。

130 25 「発生するリスクは事業者の負担とす
る。設計事務所は工事監理業務に関する
責任を負担する。」とありますが、工事
監理業務委託契約が事業者と設計事務所
の間で締結される以上、設計事務所に帰
すべき事由により、工事に支障をきたし
た場合、事業者は設計事務所にある種の
ペナルティーなどを課すことが可能な契
約を結ぶことが出来ると考えて宜しいの
ですか。

　事業者と設計事務所との間におい
て御質問のような契約を締結するこ
とは可能ですが、契約内容につきま
しては、事業者と設計事務所との間
の協議によります。
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131 25 「工事監理業務は事業者が行う業務であ
ることから、発生するリスクは事業者の
負担とする。設計事務所は工事監理業務
に関する責任を負担する」とあるが、工
事監理業務に関する責任とは、概念図に
あるように、SPC等に対して責任を負う
と理解してよいか。

　御質問のとおりです。

132 25 工事監理業務により発生し、事業者が負
担するリスクとは具体的に何か。

　工事内容の確認ミス等により県に
何らかの損害が生じた場合を想定し
ております。

133 25 設計事務所の選定と基本設計が県により
実行されていますが、県指定の設計事務
所を工事管理に起用するかどうかは、リ
スクを負担する事業者の自由裁量とし、
リスクを負わない設計事務所は県の代理
人として最小限の業務を行うという選択
肢があってもよいのではないでしょう
か。

　要望事項として承ります。なお、
設計事務所は事業者に対し、工事監
理業務に関する責任を負担すること
になっております。

134 25 添付資料５のリスク分担表・建設段階・
施工監理リスクは、添付資料３の工事監
理業務を事業者が行うため発生するリス
クと同意と理解してよろしいでしょう
か。

　御質問のとおりです。

135 25 工事段階において、県が提示した費用を
超えた工事監理費が発生した場合、超過
分の負担はどのように考えればよいので
しょうか。

　契約時にＶＥ提案に伴う工事監理
費上昇分につきましては事業者負担
となります。工事期間中については
事業者と設計事務所との間に締結さ
れる工事監理業務委託契約によりま
す。原設計に基づく工事監理費につ
いては、入札公告時に県より提示し
ます。
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136 25 設計事務所は、工事監理業務に関する責
任を負担するとあるが、他方、工事監理
業務から発生するリスクは事業者の負担
とある。設計事務所は県が指定してお
り、工事監理業務について設計事務所に
帰責事由がある場合について、その賠償
責任等を事業者が負担することはない､
という理解で良いか御教示頂きたい。

　設計事務所が負担する工事監理業
務に関する責任とは、設計事務所が
事業者に対して責任を負うという意
味です。したがいまして、工事監理
業務における県と事業者との関係に
おいては、県と設計事務所との間に
工事監理業務請負契約がない以上、
工事監理業務に起因し県に何らかの
損害が発生すれば、設計事務所の帰
責事由の有無にかかわらず、事業者
は県に対し損害を賠償する責任を有
することとなります。

137 26 混合契約とあるが、契約関係を明確にす
るために分離する考えはないかを確認さ
せて頂きたい。

　分離することは考えておりませ
ん。

138 26 葉山新館について､資金調達の必要上、
金融機関のために建物に抵当権を設定で
きるか御教示頂きたい。この場合、土地
の利用について、事業者が設立したＳＰ
Ｃが有する権利が使用貸借権であるのは
不都合となる可能性があるので、代わり
に賃借権、地上権の設定は考えられない
か御教示頂きたい。

　建物に抵当権の設定を行うことは
可能です。土地に対する賃借権及び
地上権の設定につきましては予定し
ておらず、使用貸借権の設定のみを
予定しております。事業期間中にお
いては、県側からの使用貸借権の解
除は行いません。なお、建物への担
保権設定につきましては、県の承諾
を必要とすることとさせていただく
予定です。

139 県の利用権を建物の賃借権と構成してい
ることについて、対価をPFI事業全体の
サービスに対するものとすると、事実上
の利用に過ぎず、建物賃貸借とまで構成
する必要があるか御教示頂きたい。

　県と事業者との間で締結する契約
は建設工事、建物賃貸業務、維持管
理業務等を含むものであり、賃貸借
の側面を含む混合契約という構成を
とっております。したがいまして、
建物の利用について県は建物賃借権
を含む契約上の権利を有しておりま
す。
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140 ﾘｽｸ表 法・税制 法制度・許認可リスク並びに税制度リス
クの負担者は、いずれも・ PFI事業に影
響を及ぼすものは事業者負担・ 広く事
業全般に影響を与えるものは県負担と
なっています。PFI事業に影響を及ぼす
ものについては、事業者負担ではなく、
県負担とする考え方が一般的と思われま
すが、どのようにお考えでしょうか。

　法制度リスク及び税制度リスクに
つきましては、県・事業者の双方と
もコントロール不能であり、両者で
リスクを分担するという考え方に
立っています。そこで、PFI事業に影
響を及ぼすものと上記以外のものに
区分し、県と事業者との間でリスク
を分担するという整理を行っていま
す。確定したリスク分担につきまし
ては、入札公告時にお示しします。
現状のリスク分担に御意見がある場
合には、具体的な問題点を記載の
上、意見招請時に御意見をお寄せく
ださい。

141 ﾘｽｸ表 税制 制度関連リスク・税制度リスクにおい
て、その負担者がそれぞれ県と事業者に
分かれています。双方ともに、行政側の
責任範囲と解釈できないでしょうか。

　税制度リスクにつきましては、
県・事業者の双方ともコントロール
不能であり、両者でリスクを分担す
るという考え方に立っています。そ
こで、PFI事業に影響を及ぼすものと
上記以外のものに区分し、県と事業
者との間でリスクを分担するという
整理を行っています。新たな税制度
の創設（法人税の外形標準課税や不
動産所有に係る新税の創設等）につ
きましては、単なる税率の変更や民
間の利益に課税される税等とは異な
り、「広く事業者全般に影響を与え
る税制度の変更」として県がリスク
を負担することを検討しておりま
す。確定したリスク分担につきまし
ては、入札公告時にお示しします。
現状のリスク分担に御意見がある場
合には、具体的な問題点を記載の
上、意見招請時に御意見をお寄せく
ださい。
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142 ﾘｽｸ表 税制 「共通」の「制度関連ﾘｽｸ」の「税制度ﾘ
ｽｸ」に「PFI事業者に影響を与える税制
度の変更」のﾘｽｸを事業者負担としてい
ますが、その理由は何でしょうか？事業
者ではｺﾝﾄﾛｰﾙ不可能なこのﾘｽｸを事業者
負担とする考えが理解出来ません。

　税制度リスクにつきましては、
県・事業者の双方ともコントロール
不能であり、両者でリスクを分担す
るという考え方に立っています。そ
こで、PFI事業に影響を及ぼすものと
上記以外のものに区分し、県と事業
者との間でリスクを分担するという
整理を行っています。新たな税制度
の創設（法人税の外形標準課税や不
動産所有に係る新税の創設等）につ
きましては、単なる税率の変更や民
間の利益に課税される税等とは異な
り、「広く事業者全般に影響を与え
る税制度の変更」として県がリスク
を負担することを検討しておりま
す。確定したリスク分担につきまし
ては、入札公告時にお示しします。
現状のリスク分担に御意見がある場
合には、具体的な問題点を記載の
上、意見招請時に御意見をお寄せく
ださい。

143 ﾘｽｸ表 法制度 「法制度・許認可リスク」の内容で「法
制度・許認可の新設・変更に関するもの
（PFI事業に影響を及ぼすもの）」が事
業者の負担、「同（上記以外）」が県の
負担となっているが、理解できないの
で、具体的な例をできる限り列挙して解
説して欲しい。

法制度リスクについては県も事業者
もコントロ－ル外であり、両者でリ
スク分担するという考え方にたって
います。そこで、PFI事業に影響を及
ぼすものと、上記以外に整理し、県
と事業者でリスク分担するという整
理をしています。PFI事業に直接影響
を与える予想可能な法制度の変更と
して、建築基準法、消防法、環境基
準等の変更を想定しており、これら
については、事業者の負担としま
す。上記以外については、新たな法
整備や既存の法制度について大規模
な変更が発生した場合を想定してお
り（憲法等）、これらについては、
県の負担とします。確定したリスク
分担につきましては入札公告時にお
示しします。現状のリスク分担に御
意見がある場合は、具体的な問題点
を記載のうえ、御意見をお寄せ下さ
い。
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144 ﾘｽｸ表 法・税制 事業者負担リスクのリスク内容に、
「PFI事業に影響を及ぼすもの」「PFI事
業者に影響を与える税制度の変更」とあ
り、県が負うリスクについては、「上記
以外」「広く事業者全般に影響を与える
…」と表記されています。県と事業者
で、解釈の相違が生じると思われますの
で、具体的に事業者負担リスクはどのよ
うなものを想定されているのか、御提示
ください。  また、神奈川県衛生研究所
等施設整備等事業実施方針においては、
法制度の新設・変更に関するリスク分担
は、県負担となっております。今回この
法制度リスクの一部を事業者負担とした
理由について、御教示いただきたい。

本事業においては、法制度・税制度
リスクについては県も事業者もコン
トロ－ル外であり、両者でリスク分
担するという考え方にたっていま
す。PFI事業に直接影響を与える予想
可能な法制度の変更として、建築基
準法、消防法、環境基準等の変更を
想定しており、これらについては、
事業者の負担とします。上記以外に
ついては、新たな法整備や既存の法
制度について大規模な変更が発生し
た場合を想定しており（憲法等）、
これらについては、県の負担としま
す。また、税制については、法人
税、固定資産税、不動産取得税等は
事業者のリスク負担とし、消費税に
ついては県の負担と想定しておりま
す。確定したリスク分担について
は、入札公告時にお示しします。現
状のリスク分担に御意見がある場合
は、具体的な問題点を記載のうえ、
御意見をお寄せ下さい。

145 ﾘｽｸ表 税制 税制度リスクの負担者は事業者となって
いるが、そのリスクを事業計画に盛り込
むことは不可能である。ついては、その
リスクは賃料等に反映させることが妥当
ではないかと考えるが、この点に関する
見解はいかがなものであるか。

県からお支払いするサ－ビスの対価
には税制リスクの不確定部分は含ま
れておらず、税率の変更等に基づく
サービスの対価の改定は予定してお
りません。税制度リスクにつきまし
ては、県・事業者の双方ともコント
ロール不能であり、両者でリスクを
分担するという考え方に立っていま
す。そこで、PFI事業に影響を及ぼす
ものと上記以外のものに区分し、県
と事業者との間でリスクを分担する
という整理を行っています。新たな
税制度の創設（法人税の外形標準課
税や不動産所有に係る新税の創設
等）につきましては、単なる税率の
変更や民間の利益に課税される税等
とは異なり、「広く事業者全般に影
響を与える税制度の変更」として県
がリスクを負担することを検討して
おります。確定したリスク分担につ
きましては、入札公告時にお示しし
ます。現状のリスク分担に御意見が
ある場合には、具体的な問題点を記
載の上、意見招請時に御意見をお寄
せください。
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146 ﾘｽｸ表 税制 「税制度リスク」の「税制度の変更」を
県が負担する、あるいは事業者が負担す
るという意味は、税を支払うのが県ある
いは事業者という意味であり、サービス
の対価を変更する変更しないという事と
は別の話と理解してよろしいか。例え
ば、固定資産税は今回BOT方式なので事
業者が支払うが、税率が変更となった場
合にはサービスの対価は変更することに
なると理解してよろしいか。

　固定資産税など、建物所有に関す
る税負担につきましては事業者の負
担としており、税率が変更となって
も、サービスの対価を変更する予定
はありません。税制度リスクにつき
ましては、県・事業者の双方ともコ
ントロール不能であり、両者でリス
クを分担するという考え方に立って
います。そこで、PFI事業に影響を及
ぼすものと上記以外のものに区分
し、県と事業者との間でリスクを分
担するという整理を行っています。
ただし、新たな税制度の創設（法人
税の外形標準課税や不動産所有に係
る新税の創設等）につきましては、
単なる税率の変更や民間の利益に課
税される税等とは異なり、「広く事
業者全般に影響を与える税制度の変
更」として県がリスクを負担するこ
とを検討しております。確定したリ
スク分担につきましては、入札公告
時にお示しします。現状のリスク分
担に御意見がある場合には、具体的
な問題点を記載の上、意見招請時に
御意見をお寄せください。

147 ﾘｽｸ表 環境 「環境問題リスク」で「水枯れ」と「み
どりの協定違反」が事業者の負担となっ
ているが、この２項目のみと考えてよい
のか。また、「みどりの協定」というの
は計画時点の協定と思われるので、県が
協定の締結者であり、この協定の内容そ
のものに問題があった場合は県の責任、
協定内容を遵守しなかった場合には事業
者の責任と理解してよいのか。

 環境問題リスクは御質問の２項目を
例として考えております。詳細な内
容は、入札公告時にお示しします。
原設計においては、既にみどりの協
定をクリアしておりますので、内容
そのもに問題があることは想定して
おりません。「みどりの協定」は、
県の要綱に基づくもので、設計段階
で県と緑被率について協定するもの
ですが、VE提案に基づく設計変更等
により、緑被率が大幅に変更した場
合には再度の協議が必要となる場合
を想定しています。

148 ﾘｽｸ表 環境 環境問題リスクにおける「みどりの協定
違反」とは具体的には何のことでしょう
か。

「みどりの協定」は、県の要綱に基
づくもので、設計段階で県と緑被率
について協定するものですが、VE提
案に基づく設計変更等により、緑被
率が大幅に変更した場合には再度の
協議が必要となる場合を想定してい
ます。
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149 ﾘｽｸ表 環境  「工事に伴う水枯れにより周辺地域に
影響を及ぼした場合、みどりの協定違反
により何らかの指導をうけた場合」は事
業者がリスクを負担するとありますが、
設計に起因するものについては、事業者
となる設計事務所が、そのリスクを負担
することとなるのですか。

当該リスクについては、県との関係
では、事業者が負担すべきものと考
えております。

150 ﾘｽｸ表 第三者賠償 「第三者賠償リスク」で「施設の貸し出
しに関するもの」は事業者の負担となっ
ているが、「施設の貸し出し」とは具体
的に何を意味しているのか。

　地方自治法第244条以下に基づき、
県が地域住民等に対し、葉山新館の
講堂や会議室について利用許可を与
え、地域住民等の利用に供すること
をいいます。

151 ﾘｽｸ表 第三者賠償 「共通」の「社会ﾘｽｸ」の「第三者賠償ﾘ
ｽｸ」に「施設の貸し出しに関するもの」
との記載がありますが、「施設の貸し出
し」とは具体的に何を指すでしょうか？

　地方自治法第244条以下に基づき、
県が地域住民等に対し、葉山新館の
講堂や会議室について利用許可を与
え、地域住民等の利用に供すること
をいいます。
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152 ﾘｽｸ表 第三者賠償 “施設の貸し出しに関する第三者賠償リ
スク”とは、具体的にはどのようなケー
スの発生を想定されたものなのでしょう
か。

　近代美術館新館は地方自治法第244
条以下に規定する「公の施設」であ
り、同法に規定する公の施設の設置
及び管理に関する権限は当然ながら
県に留保されております。同法に基
づき、県が地域住民等に対し、葉山
新館の講堂や会議室について利用許
可を与え、地域住民等の利用に供す
る場合があります。この場合におい
て、事業者の維持管理に問題があ
り、利用者が帰責事由なくして何ら
かの損害を被ったときには、当該利
用者と県との間においては国家賠償
法第２条第１項が適用され、県が賠
償責任を負いますが、県は事業者に
対し、同条第２項に基づき求償権を
有することになります。本リスクは
以上のような場合を想定しておりま
す。

153 ﾘｽｸ表 VE提案 例えば、外壁の仕様変更に関してVE提案
をしたが、何らかの理由により県に採用
されなかった場合、これを原因として塩
害等による傷みが進行し、修繕・維持管
理費の増大が必要になった場合、そのリ
スクは提案時点で事業者に移転されてし
まっているのか。

原設計に基づき、事業者の責任にお
いて修繕・維持管理を行うことに
なっているので、リスクは事業者に
あると考えます。

154 ﾘｽｸ表 ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙ 予想されるリスクと分担表　共通-
フォースマジュールリスクにおいて、民
間事業者が▲（従分担）になっています
が、神奈川県側として具体的にどのよう
なリスクをお考えかお聞かせ下さい。

フォ－スマジュ－ルリスクとは、風
水害、地震等の自然災害、化学汚
染、生物学的汚染等により契約が実
行できなくなった場合、県が主にリ
スクを負担しますが、サ－ビスの供
給者である事業者が全ての責任を免
責されることは考えておりません。
両者の具体的な責任の範囲は入札公
告時にお示しします。
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155 ﾘｽｸ表 ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙ フォース マジュール リスクについて
は、県が主にリスクを負担するとありま
すが、保険付保できる風水害・地震等の
リスクについては事業者が保険をかけ、
保険料負担に県が応じるとした方が、プ
ロジェクト ファイナンス方式による銀
行借入交渉の際に有効と考えますが、こ
の点についてはどのようにお考えでしょ
うか？

　フォースマジュールリスクにつき
ましては、県が別途事業者の保険料
負担に応じる予定はありません。

156 ﾘｽｸ表 発注者 計画設計段階の発注者とはだれのこと
か。

事業者です。

157 ﾘｽｸ表 設計 設計リスクにおける県の提示条件、指示
の不備・変更によるものとは具体的にど
の様な範囲を示すものなのか。

　レアケースでありますが、計画・
設計段階において、県の事情により
提示条件や設計変更を行う場合や、
県による設計変更の指示の遅れ、ミ
スにより事業が何らかの影響を受け
た場合等を想定しております。

158 ﾘｽｸ表 設計 原設計図書に関する品質は県が保証する
とあるが、具体的にどの様な品質をどの
様な手段でどの様な範囲まで保証するの
か。

　設計に起因する問題は県及び設計
事務所が全面的に責任をとることを
想定しております。

159 ﾘｽｸ表 工事遅延 工事遅延リスクは事業者負担とあり、当
然のことであるが、リスク回避の手段と
して、県は具体的にどのような方法を事
業者に期待しているかを明示願いたい。

　ペナルティーを課すなどの方法に
より工事遅延リスクが生じないよう
にしていきたいと考えております。

160 ﾘｽｸ表 工事遅延 「工事が契約より遅延する、または完工
しない場合」の工事遅延リスクは、分担
表によれば全て事業者が負担するとなっ
ておりますが、県がリスク負担を行って
いる「住民対応リスク」「遺跡の広がり
に関するリスク」に起因した工事の遅延
については、事業者に負担を求めないと
の理解でよろしいでしょうか。

御質問のとおりです。
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161 ﾘｽｸ表 性能 県が必要とする性能は、すでに設計図に
表現されていると思われます。施工不良
以外の「要求仕様不適合」とは例えばど
のようなことを想定しているのですか。

事業者の過失により実施設計図書に
記載された内容とは異なり、施設が
定められた仕様・規格を満たさず、
手直しが必要になった場合の費用負
担を想定しております。

162 ﾘｽｸ表 施設損傷 「施設損傷リスク」の内容として「使用
前に工事目的物や材料他、関連工事に関
して生じた損害」と解説してあるが、意
味がよくわからないので、具体的な説明
をお願いしたい。

　工事中に事故や火災等が生じ、施
設や設備、建設材料等が損傷した場
合などを想定しています。

163 ﾘｽｸ表 瑕疵 同じＢＯＴ方式で予定されている、神奈
川県衛生研究所等施設整備等事業実施方
針では、事業者の瑕疵リスクは10年目ま
でとなっています。本事業では30年目ま
でと記載されていますが、その期間の違
いについての理由を、御教示いただきた
い。

　衛生研究所の場合は、Ａ棟につい
ては所有権が県にあるため、瑕疵リ
スクは10年までとしています。近代
美術館葉山新館の所有権は事業者に
あるため、３０年間の事業期間中は
事業者がリスクを負うことになりま
す。

164 ﾘｽｸ表 施設損傷 劣化による施設損傷リスクは事業者負担
となっているが、この負担は葉山新館の
みの負担リスクで、鎌倉館の２館につい
ては別途検討していただくことは可能な
のでしょうか。

鎌倉館（本館及び別館）について
は、劣化による施設損傷リスクにつ
いては県が負担します。

165 ﾘｽｸ表 施設損傷 実施方針２９ページのリスク分担表「維
持管理リスク」の「施設損傷リスク」
で、劣化によるリスクが全面的にPFI事
業者の負担となっていますが、設計に起
因する劣化（例：不適切な材料の選定
等）も事業者の負担となるのでしょう
か？

設計に起因する劣化は県の負担とし
ます。

36



No ページ大項目中項目小項目 質問事項 回答

166 ﾘｽｸ表 施設損傷 事故、火災のリスクについて、美術品も
含めた補償を考える必要があるか。

御質問のとおりです。事業者の帰責
事由が明確な場合には美術品も含め
事業者に負担していただきます。学
芸員（県職員）のミスによるものは
県の責任とします。例えば展覧会の
準備遅延、美術品のメンテナンス
（経年変化、人為的な破損）、図書
の切り取り・盗難に関しては県の責
任としております。また、その他の
リスクについては県に帰責事由があ
るものについては、県の負担と考え
ております。一方、警備、空調管理
等事業者の業務上の責により盗難も
しくは破損した場合（事業者の責に
より収蔵庫から美術品が盗難）等明
確に事業者の帰責事由がある場合
は、事業者の負担とします。

167 ﾘｽｸ表 備品更新 「備品更新リスク」の内容として「備品
の更新について不都合が発生」とある
が、この場合の「不都合」とは具体的に
何を意味しているのか。

要求水準書に記載されたレベルの備
品を更新できないことを想定してい
ます。

168 ﾘｽｸ表 修繕費 事業者が修繕費増大リスクを負っている
が、金利変動や価格高騰など予想されな
い長期のリスクがあるが、その場合は賃
料アップ等により実質県へ負担してもら
うことは可能か

修理費を含めたサービスの対価の方
法は入札公告時にお示しします。

169 ﾘｽｸ表 物価・金利 物価リスク、金利リスクの分担は意見招
請後ということだが、具体的にいつ頃決
定されるか。３０年という長期になるた
め期間中の金利の見直しは検討されてい
るのでしょうか。

入札公告時に決定したものをお示し
します。

170 ﾘｽｸ表 美術館支援 美術館支援リスクは、新館のみならず鎌
倉館についても適用されるのでしょう
か。

原則的に御質問のとおりです。

171 ﾘｽｸ表 入場者 「入場者リスク」の内容が「入場制限を
無視した入館者に関するトラブル」で負
担者は事業者となっているが、入場制限
を無視しないよう最大限の努力を事業者
は払うものの、強引に入場した入館者の
トラブルの結果に事業者はどのような負
担をすべきなのか（当然、保険は付する
が）、具体的に明示してほしい。

　事業者が善管注意義務を怠ったこ
とに起因してトラブルが発生した場
合、当該トラブルに伴う物的・人的
損傷を補償していただきます。
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172 ﾘｽｸ表 美術館施設 「美術館施設リスク」の内容のうち、
「（上記以外の民間の責めによるも
の）」は事業者の負担となっているが、
下線部分を何故「事業者」という表現に
しないのか。また、ここでの負担者とい
う意味は、事故・トラブルがあった場合
に、責任を取り、必要な金銭的負担を行
う者と理解してよいか。

　御質問の前段につきましては、
「民間」を「事業者（事業者から委
託を受けた委託業者を含む）」と読
み替えていただいて差し支えありま
せん。後段につきましては、県に対
する負担者は事業者となるという意
味です。

173 ﾘｽｸ表 入館料 「入館料リスク」の内容が「入館料金の
紛失、管理上の不備」とあり、負担者が
事業者となっているが、事業者は公の施
設である美術館の入館料徴収代行を委任
されるだけであり、日々徴収した入館料
は、館に常駐する公金出納管理責任者で
ある県職員に引き渡すシステムになると
予想される。従って、事業者が負担する
「入館料リスク」は一日分の料金収入に
限定され、一日以上の保管リスクは県が
負担することになるのではないか。

地方自治法第２４３条及び同法施行
令第１５８条の規定により、県は事
業者に入館料徴収事務を委託するこ
とになります。本県の場合は、神奈
川県財務規則により、事業者は当日
に徴収した入館料収入を県職員であ
る出納員に引き継がなければならな
いことになります（県財務規則第８
８条、第９３条）。したがいまして
結果的に御質問のとおりとなりま
す。

174 ﾘｽｸ表 入館料 美術館支援リスクの「入館料金の紛失・
管理上の不備」が事業者のリスクとなっ
ておりますが、資料１－２の２ページ目
第７項の管理業務（観覧料等収入管理、
予算執行、庶務等）に、「管理業務は県
が実施する。」とある記述と矛盾するの
ではないでしょうか。入館料金の徴収、
管理はどちらの業務なのかお教え下さ
い。

　地方自治法第２４３条及び同法施
行令第１５８条の規定により、県は
事業者に入館料徴収事務を委託する
ことになります。本県の場合は、神
奈川県財務規則により、事業者は当
日に徴収した入館料収入を県職員で
ある出納員に引き継がなければなら
ないことになります（県財務規則第
８８条、第９３条）。

175 ﾘｽｸ表 展示 美術館支援リスクの事業者負担「展示リ
スク、所蔵リスク、図書閲覧リスク」に
ついては事業者のみ●になっているが、
学芸員の指示、監理等、責任分担が生じ
ると思われるが、いかがか。また、その
他のリスクは無条件で事業者負担という
考えか。

学芸員（県職員）のミスによるもの
は県の責任とします。例えば展覧会
の準備遅延、美術品のメンテナンス
（経年変化、人為的な破損）、図書
の切り取り・盗難に関しては県の責
任としております。また、その他の
リスクについては県に帰責事由があ
るものについては、県の負担と考え
ております。一方、警備、空調管理
等事業者の業務上の責により盗難も
しくは破損した場合（事業者の責に
より収蔵庫から美術品が盗難）等明
確に事業者の帰責事由がある場合
は、事業者の負担とします。
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176 ﾘｽｸ表 展示 「展示リスク」の「展示中の美術品の盗
難、破損」は負担者が事業者になってい
る。事業者としては、当然保険を掛ける
ことになるが、展示品の価値によって保
険料は大きく異なるので、３０年間の展
示品がすべて分からない限り、サービス
の対価に保険料を含めて入札することは
不可能である。展示会毎に、保険料は別
途の追加サービスの対価として県から支
払われる方式になるのか。

入札公告時にお示しいたします。

177 ﾘｽｸ表 展示 展示中の美術品の盗難、破損は事業者リ
スクになっていますが、賠償の方法を教
えて下さい。また、破損状況の基準をお
示し下さい。 所蔵中の美術品の盗難、
破損は事業者リスクになっていますが、
賠償の方法を教えて下さい。また、破損
状況の基準（経年変化、人為的な破損は
除くと書いてあるが）をお示し下さい。

入札公告時にお示しいたします。

178 ﾘｽｸ表 展示 美術館が盗難、破損した場合は事業者リ
スクとなっているが、美術品そのものが
そもそも代替性のきかない資産であり、
そのリスク負担とはどういうことを指し
ているのか？　又、金銭的な対応をする
場合保険をかけることになるが、美術品
の資産価値評価については県から提示さ
れるのか？

入札公告時にお示しいたします。

179 ﾘｽｸ表 展示 展示リスク、所蔵リスク、図書閲覧リス
クにおける盗難・破損については事業者
側となっているが、県の責による場合や
管理者として落ち度のない場合は免れる
という認識でかまわないか。また、事業
者が責を問われる場合の美術品等の負担
はどのように考えればよいか。

入札公告時にお示しいたします。

180 ﾘｽｸ表 展示 実施方針２９ページのリスク分担表「美
術館支援リスク」の「展示リスク」のう
ち、「美術品の盗難・破損」のリスクに
対する対応としては、保険付保が適切で
すか？

入札公告時にお示しいたします。

181 ﾘｽｸ表 展示  展示リスクのほとんどが事業者のリス
ク負担となっておりますが、収蔵品 及
び借り受けた展示品等の盗難保険・損害
保険等の付保の状況と考え方に ついて
お教え下さい。

入札公告時にお示しいたします。
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182 ﾘｽｸ表 展示 「展示リスク」の中の「施設に起因する
展示会・作品のトラブル」について、負
担者は事業者となっているが、新館と鎌
倉館（本館と別館）は区別すべきであ
り、鎌倉館については施設の所有者が県
でもあり、負担者を県とすべきではない
か。

要望事項として承ります。

183 ﾘｽｸ表 展示 展示リスクの中の、施設に起因する展示
会・作品のトラブルは葉山新館のみの負
担リスクとして、鎌倉館の２館について
は別途検討していただくことは可能なの
でしょうか。

要望事項として承ります。

184 ﾘｽｸ表 展示 「施設に起因する展覧会・作品のトラブ
ル」、「施設に起因しない展覧会・作品
のトラブル（県の責めによるものを除
く）」のリスク分担者が事業者となって
おりますが、トラブルというのは具体的
にどのようなことを想定されているの
か、御提示いただきたい。

「施設に起因する展示会・作品のト
ラブル」は、空調設備の管理、運営
不備による作品の破損等を想定して
います。「施設に起因しない展示
会・作品のトラブル」は入館者の喫
煙・飲食、作品の無断スケッチ、他
者への迷惑行為等を想定していま
す。

185 ﾘｽｸ表 展示 「展示リスク」の「施設に起因する展示
会・作品のトラブル」及び「施設に起因
しない展示会・作品のトラブル」は負担
者が事業者となっているが、各々につい
て具体的な例を列挙して頂きたい。

「施設に起因する展示会・作品のト
ラブル」は、空調設備の管理、運営
不備による作品の破損等を想定して
います。「施設に起因しない展示
会・作品のトラブル」は入館者の喫
煙・飲食、作品の無断スケッチ、他
者への迷惑行為等を想定していま
す。

186 ﾘｽｸ表 所蔵 「所蔵リスク」とは「所蔵中の美術品の
盗難・破損」となっており、負担者は事
業者となっている。現状の鎌倉館の収蔵
庫に収蔵中の美術品に対して、県は保険
を掛けておられるのか。この分担とお
り、負担者は事業者となった場合、当然
保険を掛けるつもりだが、今後購入予定
の美術品も含めた３０年間の収蔵品の価
値の算定は不可能であり、サービスの対
価に保険料を含めて入札するのは困難な
為、新規購入毎に保険料をサービスの対
価に上乗せする方式を検討願いたい。

要望事項として承ります。なお、県
は鎌倉館の美術品に対し火災保険以
外は付保しておりません。
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187 ﾘｽｸ表 所蔵 所蔵リスクは事業者負担となっています
が、「実施方針Ｐ３ ６）事業の範囲」
において「なお、展示会の……、美術作
品の収集・保管等……は、従来とおり県
が行う。」とあります。これは、県に保
管義務があると解釈できますが、保管中
の美術品が、盗難、もしくは破損した場
合、事業者がリスクを負うと理解してよ
ろしいですか。

警備、空調管理等事業者の業務上の
責により盗難もしくは破損した場合
（事業者の責により収蔵庫から美術
品が盗難）等明確に事業者の帰責事
由がある場合は、事業者の負担とな
ります。県に帰責事由がある場合は
県の負担とします。

188 ﾘｽｸ表 所蔵  実施方針Ｐ3最下行に「美術品の収集・
保管等の公立美術館･･･。」とあり、 他
方リスク分担表の収蔵リスク（所蔵中の
美術品の盗難・破損）は事業者 負担と
なっています。 保管責任と収蔵リスク
との関連について、具体的に明示して下
さい。

保管責任は原則的に県にあります
が、警備についてはPFI事業者の業務
であり、所蔵リスクは民間事業者の
責任の範囲にあるといえます。

189 ﾘｽｸ表 所蔵 所蔵リスクは事業者負担となっておりま
すので、盗難時等の対応措置として損害
保険の付保を検討する必要があります。
そこで質問ですが、各収蔵品の時価査定
について現状のトータルで結構ですので
教えてもらえないでしょうか。

入札公告時にお示しいたします。

190 ﾘｽｸ表 所蔵 美術館支援における所蔵リスクについ
て、事業者のリスクとなっております
が、管理を行う美術品を金額換算した場
合、どれ位の価値になるのか、御教示下
さい。

入札公告時にお示しいたします。

191 ﾘｽｸ表 図書閲覧 図書閲覧リスクにおける「（図書の切り
取り、盗難は除く）」とは具体的にどの
ようなイメージでしょうか。

設備の破損、警備不手際による室内
の什器・備品の盗難を想定しており
ます。

192 ﾘｽｸ表 ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ ミュージアムショップで販売するグッズ
で、美術館から協力を受けた版画やアク
セサリーなどの作品自体に問題が生じる
ことにより発生する損害についてはどう
考えればよろしいでしょうか。

事業者の負担と考えております。
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193 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 「システムリスク」のうち「通常使用に
関するもの」は負担者は県となっている
が、通常使用とは何か、具体的に説明を
お願いしたい。

日常、美術館職員や利用者が情報シ
ステムを使用することです。

194 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 通常使用に関するものは、県の負担と
なっていますが、どのような範囲までを
県のリスクと考えているのでしょうか。
また、このリスクに該当する費用は、
サービス対価とは別に支払われると考え
てよろしいのでしょうか。県の考えを具
体的にお聞かせください。

日常、美術館職員や利用者が情報シ
ステムを使用することです。後段に
ついては、御質問のとおりです。

195 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 「ハード・ソフトの更新に関するもの」
はリスク負担者が県になっているが、こ
れはハード・ソフトの更新費用は県が負
担すると理解してよいか？

ハ－ド・ソフトの高スペック化への
対応は県の負担としていますが、通
常使用レベルの維持範囲内における
ハ－ド、ソフトの陳腐化については
民間事業者の負担とします。

196 ﾘｽｸ表 情ｼｽ ハード･ソフトの更新に関するものは、
県の負担となっていますが、ハード･ソ
フトの交換時に掛かる費用は、サービス
対価とは別に支払われると考えてよろし
いのでしょうか。県の考えをお聞かせく
ださい。

ハ－ド・ソフトの高スペック化への
対応は県の負担としていますが、通
常使用レベルの維持範囲内における
ハ－ド、ソフトの陳腐化については
民間事業者の負担とします。

197 ﾘｽｸ表 情ｼｽ  機器及びソフトの更新については、県
が事業者との協議によって、更新時期・
機種等を定め、その費用は、サービス対
価とは別途に、県が事業者に支払うと理
解してよろしいですか。

ハ－ド・ソフトの高スペック化への
対応は県の負担としていますが、通
常使用レベルの維持範囲内における
ハ－ド、ソフトの陳腐化については
民間事業者の負担とします。

198 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 美術情報システムにおける更新リスクは
「県」負担とされていますが、これは
ハード・ソフトの入れ替え時には、新た
な追加費用を都度「県」で予算化してい
ただけると考えてよいのでしょうか。

ハ－ド・ソフトの高スペック化への
対応は県の負担としていますが、通
常使用レベルの維持範囲内における
ハ－ド、ソフトの陳腐化については
民間事業者の負担とします。
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199 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 「ハード・ソフトの更新に関するリス
ク」とは、提案者が想定している定期的
な更新スケジュール以上に、ハード・ソ
フト更新が早まった場合の入れ替え費用
と考えてよろしいでしょうか。

契約時に想定している定期的な更新
スケジュールを県の事情により早め
る場合や、ハード、ソフトの高ス
ペック化への対応を想定しておりま
す。

200 ﾘｽｸ表 情ｼｽ 美術館情報システム連携先のシステム
（例えば、国内外の美術館等）がバー
ジョンアップや新規導入などにより、連
携がとれなくなった場合は、どのように
考えればよろしいでしょうか。

御質問のような場合は、県の事情に
よりハード・ソフトの高スペック化
が必要となった場合に該当しますの
で、県が負担するものといたしま
す。
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1 1 県が直接実施する美術館業務をより
具体的にイメージする参考として、
新館完成後の県職員（管理職、学芸
員、一般職員）の配置・職務分担
（数と体制図）につき、新館、本
館、別館を併せたものを教えて頂き
たい。

新館完成後の人員配置については、
開館時までは未定です。

2 1 葉山新館喫茶・レストラン、葉山新
館ミュージアムショップ、葉山新館
駐車場は事業者の独立採算とすると
あるが、一方で社会教育施設として
の美術館における調和あるオペレー
ションを要望されているように見受
けられる。採算性を重視しすぎた計
画では、審査上評価されないという
ことか。であれば、独立採算ではな
く、公共サービス購入型にすべきと
考えるがいかがか。

独立採算で行うと設定した背景は、
民間のノウハウが発揮できる分野で
あり、事業者の創意工夫により運営
や施設内容についてより効率的な提
案が期待される業務であると考えて
いるためです。したがって、採算性
について重視することは当然と考え
ますが、美術館の付帯施設であるこ
とは考慮願います。

3 1 “…公立美術館の運営にあたって
は、利潤を追求するものではなく、
…”と記載されておりますが、事業
者が独立採算にて行う新館喫茶・レ
ストラン等の運営は利潤を追求しな
ければなりません。 その為には、
独立採算施設自体の魅力を高める事
は勿論ですが、新館入館者数を増加
させることが不可欠です。 この点
に関しまして、新館の集客力をアッ
プさせる為の施策として、展覧会の
内容を充実させる事以外に何か具体
的な策をお考えでしたら御教示頂け
ますでしょうか。（例えば、鎌倉館
との共通入場券を設ける等。） ま
た、現在このような集客力アップに
関する業務の担当者が県サイドに存
在するのか否か、仮に存在しないの
であれば本事業に関して設置する予
定があるのか否か、併せて御教示願
います。

広報等の集客力アップのための施策
については、現在その内容について
検討を進めています。現在、管理課
に広報担当者は設置しております
が、集客力アップに関する業務は広
報担当者だけでなく学芸員を含めて
館をあげて対応していきます。

4 3 新館計画地におけるＣＡＴＶの会社
名をご開示頂けないでしょうか。

横須賀市に所在する株式会社シー
エーティーヴィ横須賀（通称：ケー
ブルテレビＣＡＴＹ）を想定してい
ます。

5 3 家屋影響調査の範囲について県の指
定はあるのですか。あるとしたらど
ちらで確認できるのですか？

家屋影響調査の範囲について、県の
指定は提示しませんが、必要な業務
は事業者に判断していただきます。

6 4 「乗用車５０台駐車できる。バスは
２台分の停車が可能」とあるが、こ
の仕様の根拠は何か。また、ＶＥ提
案において、駐車台数の増減提案は
可能か。

過去の鎌倉館における展覧会の最大
入館者数をもとに葉山町における車
の利用状況等を勘案し、必要駐車台
数を積算しました。駐車台数の増減
提案については、既存の建築許可や
施設の設計に大きく影響する事柄で
すので、慎重な検討が必要であると
考えられます。

2.業務概要　Q&A
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7 4 【④美術館システム】－【イシステ
ムの概要】中に『＊＊＊定期的に更
新を図るとともに運用支援を行う』
とありますが、ホームページ情報や
各種データベースの更新作業につい
て、職員殿が実施する前提で、職員
殿が容易に更新作業をするための環
境を構築すれば良いのでしょうか？
それともその都度発生するホ－ムペ
－ジ等の更新作業も事業範囲に含ま
れるのでしょうか？

ホームページの更新については、職
員が情報内容を提供し、更新作業は
事業者の事業範囲に含まれます。各
種データベースの更新作業は職員が
行います。
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1 全
般

各業務の説明における、「非常時・
緊急時への対応」の説明文の中で、
「予め県と協議したマニュアルに従
い、」とありますが、事業者の選定
後、事業者と県と協議するのでは、
マニュアルの内容を提案維持管理費
にうまく反映できるかどうかの不安
があります。県よりマニュアルの案
等を入札前に公開する予定はあるの
ですか？

非常時・緊急時への対応マ
ニュアルに関する県の考え方
は入札公告時にお示ししま
す。

2 全
般

新館の建築物、設備、外構の維持管
理に於ける「修理業務」は、修理に
要する材料費も事業者負担と考える
のでしょうか？

御質問のとおりです。

3 全
般

美術品の盗難および、事故・火災・
地震などの緊急時における美術品の
損傷のリスクは、全て事業者が負う
ことになるのでしょうか？

地震に起因するものはフォ－
スマジュ－ルリスクとして整
理しておりますが、県と事業
者の具体的な責任の範囲は入
札公告時にお示しします。ま
た、事故・火災について事業
者の帰責事由が明確な場合に
は美術品も含め事業者に負担
していただきます。学芸員
（県職員）のミスによるもの
は県の責任とします。例えば
展覧会の準備遅延、美術品の
メンテナンス（経年変化、人
為的な破損）、図書の切り取
り・盗難に関しては県の責任
としております。また、その
他のリスクについては県に帰
責事由があるものについて
は、県の負担と考えておりま
す。一方、警備、空調管理等
事業者の業務上の責により盗
難もしくは破損した場合（事
業者の責により収蔵庫から美
術品が盗難）等明確に事業者
の帰責事由がある場合事業者
の負担となります。

4 全
般

「破損」に対する維持管理につい
て、①自然災害等による破損、②入
館客の過失による破損、③県職員に
よる破損、に対する修繕費用負担は
県の負担と考えれば宜しいのでしょ
うか？

①についての具体的な責任の
範囲は入札公告時にお示しし
ます。②及び③は県の負担と
なります。

5 1 ２ （１） イ 鎌倉館の業務に環境管理業務が含ま
れないが、規模が小さいため不要と
いう認識でよいか。また、鎌倉館に
ついては既に維持管理業務が発生し
ているが、現状の発注仕様や管理体
制（職員が実施しているもの、委託
しているもの）についておしえてい
ただけないか。

「建築物における衛生的環境
の確保に関する法律施行令」
に基づき、床面積が 3,000
㎡未満の建築物である鎌倉館
（本館・別館とも）は環境管
理業務は不要です。また、現
状の維持管理業務については
入札公告時にお示しします。

３．業務要求水準書（案）Q&A

46



No ページ 大項目 中項目 小項目 質問事項 回答

6 1 ２ 「当美術館は葉山新館及び鎌倉館
（本館及び別館）の２館体制のもと
に…、以下のことを考慮した業務計
画を作成し、実施する」とあるが、
提出する提案書において、維持管
理、美術館支援及び備品等整備の各
業務についての業務計画を提示する
ことになるのか？

御質問のとおりです。

7 1 メンテナンス業務等について、県内
の業者への委託を考える必要がある
か。

県内業者への委託は必要条件
ではありませんが、望ましい
ものと考えます。

8 2 ２ （３） 「（業務の範囲）①新館備品整備業
務（視聴覚設備の整備を含む）」と
あるが、Ｐ４８－Ｐ５２の備品参考
仕様一覧をみても「視聴覚設備」が
みあたらない、どこに記載されてい
るのか？

　視聴覚設備については、閲
覧及び頒布した図面「近代美
術館新館新築工事（備品工
事）」中でお示ししておりま
す。

9 2 ３ 付帯施設の光熱費は事業者負担と
なっているが、供給会社へは県の方
で一括して払われるので、事業者は
県へ支払うということでよいか。ま
た、その際の事業者への光熱費の請
求としては、供給会社へ支払う全体
の料金を使用料で按分するのか、
使った使用料に対して一定の単価を
かけて請求されるのか。

別メーターにより喫茶・レス
トラン、ミュージアムショッ
プ及び駐車場における使用量
を算出し、それぞれ供給会社
に支払うことを想定しており
ます。

10 2 ４ 「提供されるサービスの継続性に、
十分留意すること」とあるが、サー
ビスの継続性とは具体的に何を意図
しておられるのか？

事業者側の都合による長期休
業や廃業等により、来館者等
に不便をかけることのないよ
うにしてほしいとの趣旨で
す。

11 2 ４ 鎌倉館での運営実績があれば、おし
えていただけないか

鎌倉館については、施設が狭
いところから、これまでミュ
－ジアムショップ・駐車場の
運営実績はありません。ま
た、喫茶は極めて小規模であ
りますので比較の対象とはな
りません。

12 2 ５ 基本的に初年度にのみ発生する項目
であるが、サ－ビス対価の一部とし
て事業者が負担するという認識でよ
いか。

御質問のとおりです。

13 2 ６ ・「業務従事者であることを容易に
識別できる服装及び名札等を着用
し、作業に従事する。」とあります
が、制服については、各業務によっ
て異なると思いますが、県側の指定
となりますか、美術館独自の作成と
なりますか、事業者側の制服でよろ
しいでしょうか?

事業者側の制服によります
が、受付監視業務については
美術館側と協議を行ってくだ
さい。
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14 2 ６ 業務実施にあたり各有資格者を選任
し行なうとあるが、鎌倉館での法定
選任業務や特別な選任義務（ＰＣＢ
管理、アスベスト管理等）の必要性
についておしえていただけないか。

本館：危険物取扱者（地下重
油タンク）、特別管理廃棄物
管理責任者（廃棄コンデンサ
[廃PCB]）、別館：第三種冷凍
機械責任者（ヒートポンプ）
があります。このうち第三種
冷凍機械責任者については、
当該施設が第二種製造所のた
め資格は本来不要ですが、第
一種製造所に準じた取扱をし
ています。

15 3 ９ 提出の要請があった場合は、どのく
らいの期間内に提出すればよろしい
でしょうか。

日報の場合は当日、それ以外
は協議のうえ個々に定めま
す。この場合、鎌倉館の実績
では業務の種類により２～３
日程度の範囲で契約で定めて
います。

16 3 １０ 鎌倉館は既に警備システム等が構築
されていると思われるが、そのシス
テムを継続して使用するという考え
でよいか。

現在業務を受託している事業
者において支障がなければ、
継続使用は差し支えありませ
ん。

17 3 １１ 「業務に支障のない状態を保持して
いれば設備機器等の更新をして引渡
す必要はない」とあるが、法定耐用
年数あるいは償却年数を越えても、
支障のない状態を保持していれば問
題ないということか？又、提案書で
提示した修繕計画と引渡し時点の実
態が異なっても問題はないか？

設備機器等については、御質
問のとおりです。修繕計画に
ついては、要求水準を満たし
ていれば問題ありません。

18 3 １１ 業務に支障のない状態を保持してい
ればよいとのことであるが、引渡し
後の機器について保証期間等の考え
はあるのか。引渡し時点で運転に支
障がなければ、その後の故障発生リ
スクは問われないという認識でよい
のか。

保証期間については考えてお
りません。

19 3 １２ 修理とは原状機能の回復のみで、機
能性アップや陳腐化に伴う見直し等
は含まれないという認識でよいか。

御質問のとおりです。

20 3 用語 「機能を原状あるいは実用上支障の
ない状態まで回復」とありますが、
美術館の機能アップなどに伴う「グ
レードアップ」まで範囲に入ること
は無いと考えてよろしいのでしょう
か？

御質問のとおりです。

21 3 業務に支障のない状態を保持してい
るかどうかの判断は誰がどの様に下
すのでしょうか。また、県が判断を
下す場合、事業者は県と協議できる
余地はあるのでしょうか。

県が検査を行い、判断しま
す。判断にあたっては、事業
者から意見を聴します。

22 5 建築物の初期性能及び機能を上回る
ものを追加する業務に関しては別途
県が負担すると考えて宜しいので
しょうか？

御質問のとおりです。
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23 5 美術館長と協議の上実施するとある
が、館長はどのような権限に基づき
事業者と協議し、指示するのか。

館長は美術館という公共施設
の管理者であり、修理が展覧
会の開催等に支障をおよぼさ
ないよう、修理についても監
督する必要があります。

24 5 葉山新館における業務の実施につ
き、「点検等により修理等が必要と
判断された場合、近代美術館長と協
議の上、実施する」とありますが、
維持管理リスクが事業者側の負担と
なっているにも関わらず近代美術館
長と協議するという点に疑問を感じ
ます。美術館長の職務上の権限を明
確にして頂けないでしょうか。

館長は美術館という公共施設
の管理者であり、修理が展覧
会の開催等に支障をおよぼさ
ないよう、修理についても監
督する必要があります。

25 6 ３ （２） イ、ウ、エ 展示替えに伴って発生する修復等を
行なうこととなっているが、どの程
度の傷み具合とその修復を想定して
いるのか。また、当初想定された展
示等の頻度が著しく増えることによ
り発生する修復についても、サ－ビ
スの対価で見なければならないの
か。

展示替えに伴って発生する修
復とは、ほとんどの場合、壁
面と床面にかかわりますが、
壁や床を全部張り替えると
いったものではなく、1年に1
度程度、釘穴のような痛んだ
部分を修理し、10年に1度ほど
の割合で部分的な張替えを含
めた中規模の修復を行うこと
です。ただし、壁については3
年に1度程度の塗装が必要にな
ると考えます。なお、展示頻
度が著しく増加することはあ
りません。

26 6 ３ （２） イ、ウ、エ 「展示替えに伴って発生する修復」
とありますが、どの程度の修復作業
が発生するのか、具体的にご提示い
ただきたい。

展示替えに伴って発生する修
復とは、ほとんどの場合、壁
面と床面にかかわりますが、
壁や床を全部張り替えると
いったものではなく、1年に1
度程度、釘穴のような痛んだ
部分を修理し、10年に1度ほど
の割合で部分的な張替えを含
めた中規模の修復を行うこと
です。ただし、壁については3
年に1度程度の塗装が必要にな
ると考えます。

27 6 ３ （２） イ、ウ、エ 展示替えに伴って発生する修復を行
うこと。となっていますが、現在、
鎌倉館(本館･別館)で修復に関する事
項（費用の内訳等）を、詳しくお教
え頂きたく存じます。

現在は予算の関係上、展示替
えごとに行っているのは、簡
単な釘穴の補修を行う程度で
す。現在、鎌倉館における修
復に関する事項で、公表でき
る資料はありません。

28 10 ａ (1) シミュレーションの設置場所の確保
は県が行うのか、事業者が行うの
か。

事業者が行います。

29 10 ａ 自然採光の現場でのシミュレーショ
ン及び実寸モックアップに照明効果
の確認等の実験計画書とその費用も
提出する提案書の内容に含まれるの
か？

含まれます。
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30 10 ａ （１） 自然採光の現場シミユレー
ションに関して、具体的な規模・仕
様等をご提示いただきたい。（２）
実寸モックアップによる照明効果の
確認について、具体的な規模・仕様
等をご提示いただきたい。（３） 照
明器具の試作品の作成に関して、具
体的数量等をご提示いただきたい。

入札公告時にお示しします。

31 10 ｃ 「c.便所」における「多機能便所」
とは具体的にはどうような機能を有
しているものなのか、教えていただ
きたい。

高齢者、障害者や乳幼児を
伴った親等、だれにもやさし
い「ユニバーサルデザイン」
と呼ばれるものをイメージし
ています。

32 10 ｄ あずまやに関しての維持管理、修
繕、リスク分担当に関する説明を願
いたい。

設計者の選定を除く整備・維
持管理の一切が対象となりま
す。

33 10 ｄ あずまやは「美術館の屋外展示の一
環」となっているので、これは入札
価格に含まれないと考えてよいか？

入札価格に含みます。なお、
県が想定する金額を入札公告
時にお示しします。

34 10 ｄ あずまやの整備・維持管理・運営等
に関し、事業者が関与する部分があ
れば具体的にご提示いただきたい。

設計者の選定を除く整備・維
持管理の一切が対象となりま
す。

35 10 ｄ あずまや製作のためのコストは、入
札金額に算入するのでしょうか。ま
た、仮に算入するとした場合、その
金額はどの程度のものなのでしょう
か。

入札価格に含みます。なお、
県が想定する金額を入札公告
時にお示しします。

36 10 ｄ 業務要求水準書（案）１０ページ
に、「あずまやを設計者及び美術館
の指定する作家に作品として依頼す
る」とありますが、見積り用の図面
の提示時期はいつ頃ですか？　も
し、提案書提出時に図面がない場
合、県の予定している予算を開示い
ただけるのでしょうか？

県が想定する金額は入札公告
時にお示しします。

37 10 ｄ 「あずまや」の実施設計完了と工事
着手時期はいつ頃の予定でしょう
か。　「あずまや」の整備費用及び
維持管理費用も本件PFI事業のサービ
ス対価に含めるのでしょうか？
（サービス対価に含めるとした場
合）　現在、県が指定を行おうとし
ている作家のお名前、及びデザイン
料等の費用はいつ頃ご提示される予
定でしょうか。

設計完了及び工事着手は建物
竣工にあわせて事業者で対応
することになります。また、
あずまやの整備費用及び維持
管理費用については御質問の
とおりですので、県が想定す
る金額を入札公告時にお示し
します。ただしあずまやの作
家については契約時にお示し
します。

38 10 あずまやに関する、①設計及び作家
の費用、②工事費は、県・事業者の
どちらの負担と考えれば宜しいので
しょうか？

あずまやに係る費用は事業者
の負担とします。
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39 13 鎌倉館で実施している清掃業務につ
いて以下の内容をお教え頂きたく存
じます。
・ 日常清掃、定期清掃の業務仕様
（特に展示室、収蔵庫については詳
しく）
・ 使用しているワックス、洗剤

入札公告時にお示しします。

40 13 「特に展示室、収蔵庫の清掃は美術
館職員の指示に従うこと。」とあり
ますが、具体的にどの様な指示を指
しているのですか？清掃業務費用に
係わるような内容はあり得るので
しょうか？

展示室に関しては、現場に合
わせて展示作業、展示作品に
影響がないような指示をしま
す（例：展示作業との時間差
の設定、乾式清掃場所の指
定、清掃作業禁止場所の指示
等）。また収蔵庫の清掃は学
芸課で行うので、清掃の依頼
があった場合に対応すればよ
いと考えます。収蔵庫周りの
作業室、一時保管庫について
も学芸課の責任で清掃します
が、美術運送車が入る搬入
口、荷降ろし室については乾
式清掃か湿式清掃かの指示を
学芸課職員が出します。

41 13、14 清掃の対象範囲は全ての部分という
認識でよいか。また、日常清掃、定
期清掃についての周期指定や曜日・
時間帯等の指定はあるのか。（鎌倉
館も同様）

範囲については御質問のとお
りです。周期指定等について
は、現在は日常清掃の時間
帯、定期清掃の時期、回数及
び時間帯を指定しており、今
後も美術館運営の支障となら
ないよう、指定させていただ
きたいと考えます。

42 14 ３ （１） イ、① ・床の仕上げ材に、ビニールシー
ト・フローリングなどあるが、床面
にワックス類を塗るのは可能ですか?
現在、使用しているもの、指定があ
ればお教え願いたい。

葉山新館についてはビニール
シート・フローリング部分は
可能です。ワックス種類につ
いては入札公告時にお示しし
ます。

43 15 ４ 廃棄物処理費は県が別途負担となっ
ているが、入退館の管理や廃棄物業
者への手配などは事業者が行うとい
う認識でよいのか。（鎌倉館も同
様）

廃棄物の施設外での処理は県
が行いますが、施設内での廃
棄物の収集、ごみ置き場等へ
の集積及び廃棄物業者への引
渡し等の業務は事業者が行い
ます。

44 15 事業者が処理する範囲は、「敷地内
集積」と考え、敷地外処理は県が行
うと考えれば宜しいのでしょうか？

御質問のとおりです。廃棄物
の施設外での処理は県が行い
ますが、施設内での廃棄物の
収集、ごみ置き場等への集積
及び廃棄物業者への引渡し等
の業務は事業者が行います。

45 16 植栽管理の周期指定や曜日・時間帯
指定等はあるのか。（鎌倉館も同
様）

葉山新館、鎌倉館ともに入館
者に支障がないように曜日・
時間帯を指定します。

46 18 ３ 機械警備は適切なシステムを採用す
るとあるが、部屋ごとの重要度にあ
わせた監視方式等の細かな定義につ
いては、予め提示されるのか。

県が想定した監視カメラの位
置は設計図書でお示ししてお
りますが、警備システム設置
につきましては県と協議の上
決定します。
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47 20 ３ 　美術館開催日程にあわせて、適切
な人数の従事者を配置すること（各
展示室の面積は設計図書を参考にす
ること。鎌倉館本館の平成１１年度
開館日数は、別添のとおり）。と
なっていますが、従事者数を算出す
る根拠として、新館各展示室と鎌倉
館本館展示室の面積比により、別添
の鎌倉館本館の平成１１年度実績表
に記された人員体制から算出するも
のと解釈して宜しいのでしょうか？
展示物によって、特別な配置や、従
事者の増減等を考慮する必要はない
のでしょうか？

会場の監視業務は、会場の構
成にしたがってくまなく人の
目が行き届くように配慮しな
がら人員を配置するものと考
えるので、面積比とは関係あ
りません。葉山新館の人数に
ついては県の要求水準を満た
す人員を御提案ください。

48 20 ３ 開館日程にあわせて適切な従事者を
配置することとなっているが、配置
する必要のある人数や時間帯等の指
定はされるのか。また、当初想定さ
れた規模を超えて従事者を配置する
必要が生じた場合でも、サービスの
対価で見なければならないのか。

会場の監視業務は、会場の構
成にしたがってくまなく人の
目が行き届くように配慮しな
がら人員を配置するものと考
えるので、面積比とは関係あ
りません。葉山新館の人数に
ついては県の要求水準を満た
す人員をご提案ください。

49 20 ４ （２） 展示作品監視業務を警備業務の１つ
と考え、警備業務に含めて検討する
ことは問題ないか？

通常、展示作品監視業務は、
展示室の数箇所に着席し、作
品に触れそうになった観覧者
に対して注意をするものであ
り、警備業務とは性格が異な
ります。

50 20 PFI事業開始後の新館、本館、別館の
開館日数はどうなるのか？(維持管理
費算定にあたって必要)

昨年度の開館日数につきまし
ては、業務要求水準書（案）
３５ペ－ジ及び３６ペ－ジを
参照してください。ＰＦＩ事
業開始後の開館日数について
は未定です。

51 22 ３ ・「美術作品の燻蒸」について、具
体的内容を教えて下さい。また、ガ
スの回収方法についても教えて下さ
い。

美術作品の燻蒸とは、臭化メ
チル等の薬剤を用いて虫やカ
ビを殺虫・殺菌することで
す。ただし薬剤は美術品に
とって無害である必要があり
ます。葉山新館には、燻蒸庫
がないため、収蔵庫にて実施
することとなりますが、ガス
が外部に漏れることのないよ
う、密閉を保つとともに、燻
蒸後にガスを回収する必要が
あり、専門業者による実施が
適当と考えます。

52 23 ２ 「２業務の実施」において、点検に
より修理等が必要と判断される場合
に行う「調査・診断」の費用は、県
と事業者、どちらが負担するので
しょうか。

調査・診断に係る費用は、事
業者負担とします。

53 23 ２ 営繕工事は報告に基づき県が実施す
るとあるが、中期・長期的な工事計
画を事前に提示する必要があるの
か。また、既に工事計画が予定され
ているのであれば、内容はおしえて
いただけるのか。

事前に提示する必要はありま
せん。なお、工事計画の予定
は現在の所ありません。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 質問事項 回答

54 23～26 維持管理-①建築物点検業務-1建築物
点検の対象、及び、②建築設備保守
管理業務-1保守管理の対象につい
て、詳細なデータ（図面、現況、過
去の修理内容等）個別に提示して頂
きたいのですが。

入札公告時に可能な限りにお
いて頒布します。

55 23～34  現在、鎌倉館の維持管理業務を外部
委託しているのでしょうか？　外部
委託しているのでしたら、その業者
名と連絡先を教えていただきたい。
外部委託業者があった場合、その業
者に対し、今回のPFI事業者として、
改めて業務委託することは可能です
か？

入札公告時にお示しします。

56 24 ４ 本館の点検について、特に留意事項
が列記されているが、この部分の老
朽化に伴うリスクは県にあるという
認識でよいか。

御質問のとおりです。

57 25 １ 　近代美術館鎌倉館（本館及び別
館）の各種建築設備の保守管理。対
象設備は次のとおり。として対象設
備名が記載されていますが、それぞ
れの設備に対して　１）メーカー名
２）型式　３）容量（能力）　等の
対象設備の仕様及び対象設備の数量
を提示していただきたい。

入札公告時にお示しします。

58 25 １ ・近代美術館鎌倉館（本館及び別
館）の各種建築設備の保守管理につ
いて、各対象設備の設備概要書及び
設備図書（意匠図を含む）をいただ
けないでしょうか?　また、現在の業
務仕様書をいただけないでしょうか?
または、お借りできないでしょうか?

入札公告時に可能な限りにお
いて頒布します。

59 25 ２ 建築設備保守管理業務は「保守管
理」なので事業者側で修理を行うこ
とになるはずだが、「２業務の実
施」においては「営繕工事は報告に
基づき、県が実施する」となってい
る。どう考えたらとらえたらよろし
いでしょうか。

実施方針に記載のとおり、鎌
倉館については事業者は修理
業務を除く点検業務及び運転
監視業務を実施することと
なっております。

60 25 ３ （１） ○冷暖房空調設備　（本館）　・旧
棟は空気循環、風量調節　・新棟は
１，２階の温度差調整対策、　（別
館）　・空気循環、風量調節、とあ
りますが、毎日、設備維持管理常駐
者による対応が必要と解釈して宜し
いのでしょうか？  もし差し支えな
ければ、現状の管理体制をお教えい
ただきたい。

本館は常勤職員、別館は委託
業者職員により常駐管理を
行っています。
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61 25 ・近代美術館鎌倉館（本館及び別
館）の各種建築設備の保守管理につ
いて、外注委託先を教えていただけ
ないでしょうか?　また、その他業務
につきましても、各業務の委託先を
教えていただけないでしょうか?

入札公告時にお示しします。

62 26 ３ （２） 設備の点検等の記録を保管する場所
は、鎌倉館内に限定されるのでしょ
うか。それとも新館でまとめて保管
する等、別の場所での保管は可能で
しょうか。

設備の点検記録については、
原則としてそれぞれ鎌倉館、
葉山新館毎に該当のものを保
管することを想定しています
が、保管場所については県
（美術館）と事業者との間で
必要に応じて協議して決定す
ることとします。

63 26 ３ （２） 管理記録等の保管期間が定められて
いるが、業務期間終了後の保管物の
扱いはどのように考えればよろしい
でしょうか。

県（美術館）に引き継ぐこと
とします。

64 26 ５ 設備等の変更は保守管理項目を見直
すとあるが、その際のコストの増減
についても協議して決めるという認
識でよいか。

保守管理項目の見直しは、コ
ストの増減にはつながらない
ものと考えます。

65 28 ３ 　要求水準を満たすための清掃方法
を決定するために、清掃対象範囲
（屋内）の床仕上げ材、仕上げ材毎
の清掃対象面積についてご提示をい
ただけるのでしょうか？

入札公告時にお示しします。

66 28 ３ ・「展示室については、清掃に使用
する洗剤等は、美術館作成品に影響
を及ぼす有害物質を発生しないもの
とすること。・・・・・・・・」と
ありますが、現在鎌倉館ではどのよ
うな清掃方法を行っているか（使用
洗剤類等を含め）教えていただきた
い。

入札公告時にお示しします。

67 28 ３ ・「清掃は、できる限
り・・・・・。特に展示室､収蔵庫の
清掃は美術館職員の指示に従うこ
と。」とありますが、展示室、収蔵
庫に関する具体的清掃方法、職員の
指示内容、主な作業時間帯を教えて
ください。

展示室に関しては、現場に合
わせて展示作業、展示作品に
影響がないような指示をしま
す（例：展示作業との時間差
の設定、乾式清掃場所の指
定、清掃作業禁止場所の指示
等）。また収蔵庫の清掃は学
芸課で行うので、清掃の依頼
があった場合に対応すればよ
いと考えます。収蔵庫周りの
作業室、一時保管庫について
も学芸課の責任で清掃します
が、美術運送車が入る搬入
口、荷降ろし室については乾
式清掃か湿式清掃かの指示を
学芸課職員が出します。
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68 28 ・清掃業務の実施時間を具体的に教
えて下さい。　現在、シフト表
（例）などあれば、教えていただき
たい。

現在は次のとおりです。
(1)本館：９時から１７時３０
分まで　(2)別館：本館も開館
している勤務日は９時から１
３時まで、本館が休館してい
る勤務日は９時から１７時３
０分まで。　　　　但し、本
館に従事する職員は、１３時
から１７時３０分の間におい
ては、別館も随時見回り、必
要な清掃を行うこととしてお
ります。

69 28 清掃業務等、鎌倉館の維持管理業務
において、従業員のための場所（着
替室、休憩場所等）は確保されるの
でしょうか。また業務用の駐車場も
確保されるでしょうか。

場所は確保されます。但し業
務従事者の通勤用の駐車場は
ありません。

70 33 警備業務において、現在のシステム
概要を教えていただきたい。

現在の警備システムについて
は、防犯上の問題があります
のでお示しできません。

71 33 ３ 機械警備は適切なシステムを採用す
るとあるが、既存のシステムを事業
者負担で改造するということか。

改造を含めて検討していただ
いて結構です。なお、改造に
つきましては現在の警備会社
との協議を要します。

72 34 ３ 　美術館開催日程にあわせて、適切
な人数の従事者を配置すること（各
展示室の面積は設計図書を参考にす
ること。平成１１年度開館日数は、
別添のとおり）。となっています
が、従事者数の設定は、別添実績表
に記載された人員体制、本館：１１
人（１２月４日から３月２６日の間
は１０人）、別館：５人を配置可能
にすることを意図しているのでしょ
うか？  また、括弧書きで、各展示
室の面積は設計図書を参考にするこ
と。となっていますが、従業者の配
置とは、どのような関係になるので
しょうか？

実績表は、鎌倉館本館及び別
館における現況をお知らせし
たものですので、事業者から
の提案により、人数の変更が
考えられます。そのため、人
数配置の参考として、展示室
面積をお示ししました。

73 34 ４ （３） 鎌倉館のミュージアムショップも、
葉山新館同様、事業者の独立採算に
おいて運営すると理解してよろしい
ですか。

入札公告時にお示しします。

74 34 ４ （３） 運営のみの業務ということで、採算
性等は県が負うという認識でよい
か。

入札公告時にお示しします。
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75 34 ４ （３） 鎌倉館におけるミュージアムショッ
プの販売業務は、事業者の独立採算
と考えるのでしょうか？

入札公告時にお示しします。

76 34 ４ （４） 入館者受付・展示作品監視におい
て、「（４）電話交換業務」にかか
る業務時間を教えていただきたい。

現在の業務時間は９時から１
７時までです。

77 34 ４ （４） 現在の業務状況（勤務時間、員数
等）をご提示いただきたい。

現在の業務時間は９時から１
７時までです。員数は受付等
との兼務で２名で対応してい
ます．

78 34 入館者受付・展示作品監視の従業者
の服装について、現在、制服は規定
されているのでしょうか。もし制服
があるのであれば、それを使用する
ことは可能でしょうか。

現在制服の規定はありませ
ん。制服、名札等の作成は事
業者が行っており、美術館側
で事前承認を行っています。

79 35、36 ・○印は受付・監視者勤務日、／印
休館日とありますが、無印はどのよ
うな意味ですか?　また、本館、別館
の受付・監視員の配置場所を教えて
いただけないでしょうか?

展示替え期間及び年末年始休
館のため無印も休館日です。
配置状況については次のとお
りです。
本館　１階切符売場１名、１
階カウンタ－２名、２階受付
２名、展示室（第１～第３）
６名
別館　１階切符売場１名、１
階カウンター１名、２階展示
室３名

80 37 １ 新館喫茶・レストランにおいて、
「喫茶、レストランの他に食事を提
供する」とありますが、民間事業の
採算にあうように、面積や形状の変
更は可能でしょうか。

美術館運営や周辺諸室等への
大幅な影響がない範囲であれ
ば、提案は可能ですが、建築
許可を再取得する必要が生じ
る場合があります。

81 37 ２ “厨房及びテーブル等基本的な設備
については事業者が整備する。”と
記載されておりますが、これはこの
部分のコストを独立採算部分にて回
収するということを意味しているの
でしょうか。また、これも含めまし
て、独立採算運営となる新館喫茶・
レストラン、新館ミュージアム
ショップ、新館駐車場の各施設につ
きまして、建設段階及び運営管理段
階において県サイドに負担して頂け
るコストと営業収益から回収すべき
コストの境界を明示して頂けますで
しょうか。

県は設計図書に記載されてい
る範囲内でコストを負担しま
す。

82 37 ２ 店内面積１００㎡、席数（店内３
０、屋外１２）、厨房面積２０～３
０㎡とした理由を教えて頂きたい。

美術館の付帯施設及び用途地
域を勘案し、規模を想定した
ものです。
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83 37 ３ レストランの営業時間について｢美術
館の付帯施設であることを考慮する
こと｣とあるが、通常レストランとし
て考える２２：００～２３：００ま
で認められると考えて良いか？

葉山新館は第一種低層住居専
用地域に建設されるため、近
隣住民の迷惑とならないよ
う、営業時間には配慮が必要
となりますので、通常レスト
ランの営業時間とは異なると
考えています。

84 37 ３ 「美術館開館時間以外の営業も可能
とするが、美術館の付帯施設である
ことを考慮すること」とあるが、本
来、採算の取り難い喫茶・レストラ
ン運営業務を切り離して独立採算と
することを考えると、具体的にどの
程度までの裁量を事業者に与えるの
かお聞きしたい。

県としては、美術館の雰囲気
を損ねないことを前提として
いれば、メニュー、金額は事
業者の裁量の範囲内です。但
し葉山新館は第一種低層住居
専用地域に建設されるため、
近隣住民の迷惑とならないよ
う、営業時間には配慮が必要
です。なお、休館日の営業を
行う場合は建築許可を再取得
する必要が生じる可能性があ
ります。

85 37 ３ 「…考慮する」となっていますが許
される営業可能な時間は何時から何
時までとお考えでしょうか？

葉山新館は第一種低層住居専
用地域に建設されるため、近
隣住民の迷惑とならない営業
時間とすることが必要になり
ます。

86 37 入館の人間導線が不明確なため、御
質問いたします。開館時間内でも入
館料を払わずに、喫茶･レストランだ
けを利用することはできるのでしょ
うか、県の考えをお聞かせくださ
い。

御質問のとおりです。葉山新
館の喫茶・レストラン及び
ミュージアムショップは入館
料を支払わずに利用すること
ができます。

87 37 レストランサービスの一つとして、
新館の庭園部分を利用したガーデン
パーティー等(休館日、開館時間以
外)は、認められるか？

催し物の目的・内容が美術館
活動に関係するものであれ
ば、可能と考えます。なお、
休館日の営業を行う場合は建
築許可を再取得する必要が生
じる可能性があります。

88 37 レストランの運営については30年間
は絶対条件でしょうか。例えば、赤
字経営が続いた場合、用途変更は可
能でしょうか。

期間については絶対条件であ
り、用途変更は認めません。

89 37～39 レストラン、ミュージアムショッ
プ、駐車場は、美術館の休館日も当
然営業可能か？その際駐車場を一般
開放することは可能か？(例えば、夏
の海水浴シーズン)

これらは原則として美術館利
用者のための付帯施設です
が、近隣住民に迷惑にならな
いよう配慮すれば営業可能で
あると考えています。なお、
休館日の営業を行う場合は建
築許可を再取得する必要が生
じる可能性があります。

90 38 ３ 「商品は近代美術館長と協議の上、
事業者が決定する」とあるが、独立
採算によりミュージアムショップ運
営業務を任される事業者は、具体的
にどの程度まで、協議によって商品
の制約を受けることになるのか、お
聞きしたい。

美術館のイメージとかけ離れ
ている商品を売らない、神奈
川県立近代美術館のイメージ
を高め、広めるという原則に
基づいて協議をし、その線で
美術館側が協力していきま
す。扱う商品については一覧
表を提出してもらい、それを
もとに定期的に協議を行いま
す。

91 38 ３ 美術館開館時間外の営業も可能と
なっておりますが、レストランのみ
の利用も可能ということでしょう
か？

御質問のとおりです。
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92 38 鎌倉館(本館･別館)で販売している商
品がございましたら、以下の内容で
お教え頂きたく存じます。・商品名
・取扱数量　・金額　・年間の販売
量

（商品名）展覧会図録、展覧
会はがき　　（取扱数量）展
覧会図録５６種、展覧会はが
き２３種　（金額）展覧会図
録 200～2,600円、展覧会はが
き 100円　（H11年度の販売
量）展覧会図録 9,458冊、展
覧会はがき 15,808枚

93 38 ・県が指定する商品の在庫管理につ
いては、事業者側かおこなうことと
なると思うが、具体的な取引方法を
教えていただきたい。

入札公告時にお示しします。

94 38 「商品の開発にあたっては、美術館
の協力を得ることができる」となっ
ておりますが、「協力」は、無償と
考えてよろしいのでしょうか？

御質問のとおりです。

95 38 ３０年の契約期間終了後、事業者に
て開発した商品の在庫等の扱いはい
かがお考えでしょうか？

入札公告時にお示しします。

96 38 「商品は近代美術館長と協議の上、
事業者が決定する」とあるが、館長
の拒否権はできるだけ限定したもの
にして頂きたいが如何か。

美術館のイメージとかけ離れ
ている商品を売らない、神奈
川県立近代美術館のイメージ
を高め、広めるという原則に
基づいて協議をし、その線で
美術館側が協力していきま
す。扱う商品については一覧
表を提出してもらい、それを
もとに定期的に協議を行いま
す。

97 39 ２、３ ・ 葉山新館の駐車場は「原則として
美術館利用者にために施設」とある
がこれは「美術館開館時間以外の営
業も可能」とされている喫茶・レス
トランのみの利用者による駐車場利
用を原則認めないということか？
・ 「駐車料金は町営を含む近隣駐車
場との均衡を図るため、県と協議の
上、決定する。」とあるが、独立採
算により駐車場管理運営業務を任さ
れる事業者は具体的にはこの協議に
よってどの程度まで制約をうけるこ
とになるのか？
・ このような制約がある駐車場管理
運営業務を、「資料１」２２ページ
において事業者による独立採算事業
と位置づけているのはなぜか？

駐車場は独立採算を基本とし
ているので、レストランのみ
の利用者による駐車場利用は
可能です。また、駐車料金に
関する県の考え方は、入札公
告時にお示しします。駐車場
管理運営業務を独立採算事業
で行うと設定した背景は、民
間のノウハウが発揮できる分
野であり、取り組み次第で収
益性を高めることが見込める
業務であると判断したためで
す。
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98 39 ３ 「駐車料金は、……県と協議の上、
決定する。」とありますが、どの程
度の金額を想定しているのですか。
付近相場の駐車料金を把握している
のであれば、ご提示いただきたい。

県の考え方は入札公告時にお
示しします。
参考までに近隣の公営駐車場
の駐車料金は次のとおりで
す。例１）県立葉山公園駐車
場（大型車対応なし）　夏
期：小型車・普通車1,050円／
１回、二輪車100円／１回　夏
期以外：無料
例２）長者ヶ崎駐車場　夏
期：小型車・普通車400円／１
時間、大型車1,200円／１時間
夏期以外：小型車・普通車300
円／１時間、大型車900円／１
時間

99 39 ３  駐車場は原則として有料が前提と
なっていますが、現存する他の美術
館や レストランでも有料のところは
無いように思われます。施設利用者
はなん らかの方式により無料とする
提案は可能ですか。

駐車場は事業者の独立採算を
前提としているので、提案は
可能と考えます。

100 39 ３ 駐車場運営業務において、「駐車料
金は県と協議の上、決定する」とあ
るが、提案・採用時に事業者側で想
定した料金と、後日の協議の段階で
決定された料金とに差額が生じ、事
業採算がとれなくなった場合は、ど
のように考えるのでしょうか。

駐車場料金に関する県の考え
方は入札公告時にお示ししま
す。事業採算については、事
業者の責任と考えます。

101 39 駐車場も独立採算ということである
が、駐車料金は県と協議の上、決定
されるとありますが、どの時点で決
定される予定なのか。その場合「無
料」ということも有り得るのか。

県の駐車場料金についての考
え方は入札公告時にお示しし
ます。

102 39 美術館、レストラン来館者専用駐車
場として考えるべきか。場所柄、夏
季には別の目的で利用されてしま
い、来館者が利用できない状況も予
想されます。この場合の規制・誘導
状況も事業者は問われるのか。

原則としては美術館利用者の
為の施設ですが、その他利用
も美術館運営に支障のない範
囲で可能です。規制・誘導状
況については御質問のとおり
です。

103 39 レストラン等利用者に対して、駐車
場を無料開放とすることは可能で
しょうか、県の考えをお聞かせくだ
さい。

駐車場は事業者の独立採算を
前提としているので、提案は
可能と考えますが、美術館利
用者との均衡に配慮する必要
があると考えます。

104 39 来館者に支障のない範囲で非来館者
に駐車場を開放(別料金)することは
可能か？　また、団体客対応とし
て、バスを駐車させることは可能
か？

駐車場料金に関する県の考え
方は、入札公告時にお示しし
ますが、駐車場は事業者の独
立採算を前提としているの
で、提案は可能と考えます。
バスは乗降のための停車のみ
を可能とします。
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105 39 駐車場は独立採算制ということで、
県が借りる場合も一般契約料金とい
う認識でよいか。また、貸し付けの
形態としては、美術館利用者が対象
となると時間貸し対応が中心になる
が、繁忙期以外については外部貸し
も可能ということでかまわないか。

駐車場料金に関する県の考え
方は、入札公告時にお示しし
ます。

106 40 ３ ② 現在蓄積しているデータの移行とあ
りますが、・データ種類（テキス
ト、イメージ、ムービー等）　・
データ形式　・データ件数　につい
てご提示いただけないでしょうか？

近代美術館のデータはﾃｷｽﾄの
み、MS access及びMS Excelに
蓄積しています。現在（H12年
8月）の蓄積デ－タ件数は所蔵
作品約8,000件、図書資料約
20,000件です。

107 40 ５ 事業者の所有で、県はフルメンテナ
ンスのリースを受けるとのことであ
るが、デ－タ管理上のリスクや通信
トラブル（県の責によるものを除
く）等は全て事業者が負うという認
識でよいか。また、システム陳腐化
に伴う機器・ソフト更新について
は、サ－ビスの対価に含まれるとい
う認識でよいか。

通常使用におけるデ－タ管理
上のリスクや通信トラブル等
については御質問のとおりで
す。一方、急激な技術革新に
よるシステムの陳腐化につい
ては県のリスクとします。

108 40 美術情報システム整備及び運用支援
業務に当たっては、PFI事業者に対
し、学芸員等の専門家を必要とする
レベルのサービスが要求されます
か？

要求しません。

109 40 美術情報システムにおいて、現在、
鎌倉館で使用されている機材は利用
してもよろしいのでしょうか。そう
であれば、入札公告時に提示される
構成機器一覧に、既存の機材一覧も
添付していただきたい。

現在のシステム機器について
は、リース物件の為、葉山新
館で新たに導入されるシステ
ムでは利用できないと考えま
す。

110 40 実施する業務の中に「所蔵作品及び
美術図書システムについては、現在
蓄積しているデータを移行できるこ
と。」とありますが、鎌倉本館・別
館ですでに運営しているシステムと
の協調が必要と思われます。業者選
定、諸条件など既存の影響を考える
必要があれば提示下さい。

現在のデータは市販ソフトで
対応しているので、蓄積デー
タの移行は容易と考えられま
す。よって業者選定など既存
の影響を考える必要はありま
せん。
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111 41 ２ ③ 鎌倉別館に職員用業務端末設定の予
定は無いのか。（資料２では葉山新
館と鎌倉本館・別館がネットワーク
で接続されている。）

現在は本館にのみ職員用業務
端末の設置を予定していま
す。

112 41 ３ (1) ② 「内部管理用のデータベースの中で
公開可能な情報や画像を県民や美術
館利用者に提供」とあるが、神奈川
県民以外の閲覧に関する規制は必要
か。

必要ありません。

113 41 ３ (1) インターネット経由で内部管理用
データベースの中の公開可能な情報
や画像を提供する行為は、データ
ベースへアクセスするためのファイ
ヤーウォールのポートを開くこと
か。（セキュリティが低くなる）
データベースを職員用（イントラ
ネット）と公開用（インターネッ
ト）に２重化することは可能か。

インターネット経由で情報や
画像を提供する行為は、内部
管理用データの公開可能な部
分をＷＷＷサーバーに移行さ
せて情報提供を行い、内部LAN
のセキュリティを確保しま
す。

114 42 ３ （２） クライアントサーバ方式とあるが、
WWWサーバ（ホームページ情報）を必
ず葉山新館に設置しなければならな
いのか。ＡＳＰやｉＤＣ等の利用は
可能か。

可能と考えますが、新館に設
置した場合と同等以上の速度
と操作性が必要です。

115 42 ３ （２） クライアントの端末（職員用、来館
者用）は、１種類の端末（例えば、
Aplle社のマッキントッシュ）として
想定するのか、多様な端末(例えば、
マッキントッシュ以外にWindows系、
ＵＮＩＸ系、セットトップボックス
等)を想定するのか。

現状ではWindows系を想定して
いますが、Macintosh OSの動
作する機種が１台必要と考え
ています。

116 42 ３ （２） OAソフト（ワード、エクセル、アク
セス、パワーポイント）とあるが、
マイクロソフト社製オフィスソフト
を指定しているのか。

御質問のとおりです。（指定
した４種のソフトが含まれて
いればオフィスセットでも可
能です。）
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117 42 ３ （２） 周辺機器とは具体的に何をさしてい
るのか。また、職員用業務端末全て
に必要なのか。

プリンタ、スキャナ、ＭＯ等
の機器を指します。詳細な内
容については入札公告時にお
示しします。

118 42 ３ （２） 「（２）ハードウエア」において、
「外部とのデータ交換（版下等）の
ため、MACパソコン及び周辺機器が必
要」とありますが、Macintoshだけの
端末によるネットワークを構成して
もよいのか、Macintoshならびに
Windowsパソコン両方が利用できる
ネットワーク構成とするのか、それ
ともWindowsパソコンだけのネット
ワーク構成として、Macintosh端末は
スタンドアロンとしてもよいので
しょうか。

ネットワークの構成は主に
Windows系を想定しています。
Macintosh端末については
Windowsに交換するためのソフ
トを組み込む必要があると考
えています。またネットワー
クでの使用を想定していま
す。

119 42 ３ （３） 葉山新館と鎌倉本館を結ぶネット
ワークは専用線にて接続すること
か。

御質問のとおりです。

120 42 ３ （３） 「（３）ネットワーク」において
「葉山新館と鎌倉本館を結ぶネット
ワークを構築します」とあります
が、鎌倉館別館も対象としたネット
ワーク構築の提案をしてもよろしい
でしょうか。

現在は本館にのみ職員用業務
端末の設置を予定していま
す。

121 41 ３ 「３　情報システムの概要」におい
て、「国内外の美術館との業務上コ
ミュニケーションツールの役割を果
たします」とありますが、これは具
体的なアプリケーションでの連携を
想定しているのでしょうか。それと
もe-mail程度のコミュニケーション
ツールを想定しているのでしょう
か。

具体的なアプリケーションで
の連携は想定していません。
e-mail程度のコミュニケー
ションツールの想定と考えて
います。

122 42 ４ セキュリティの配慮を考えるうえ
で、ファイヤーウォールを設けて
も、ネット上からのハッカーの被害
を100%防げる保証はありません。万
が一被害を受けた場合、復旧作業等
に係わる費用は、県、事業者どちら
が負担するのでしょうか。県の考え
を具体的にお聞かせください。

事業者のリスク範囲内と考え
ます。

123 44 所蔵作品管理システム 内部管理として拡大画像とあるが、
最大解像度（4000×5000ピクセ
ル？）の画像をディスプレイで参照
する必要があるか。

拡大画像や高精細の画像を要
求しますが、詳細については
入札公告時にお示しします。
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124 44 所蔵作品管理システム 上記の場合、高度な表示装置（ディ
スプレイ等）が必要となるが、機器
構成に含むか。

入札公告時にお示しします。

125 45 所蔵作品管理システム 画像の取り直しは４×５インチ（ポ
ジ）と考えて良いか。

御質問のとおりです。

126 45 所蔵作品管理システム 画像入力はまず1,000点とあるが、残
りのデジタル化も事業に含むか。

PFI事業では実施しません。

127 45 所蔵作品管理システム 画像のオリジナル情報を蓄積するメ
ディアはＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤと考
えて良いか。

御質問のとおりです。

128 45 所蔵作品管理システム 上記の場合、ＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ
のチェンジャーを機器構成に含める
か。

機器構成については入札公告
時にお示しします。

129 46 資料２ 葉山新館からインターネットへ接続
するに際して、指定するキャリア、
プロバイダーは存在するのか。

存在しません。

130 46 資料２ Ｅメールサーバが明記されてない
が。利用する場合、サーバの運用形
態は、葉山新館に設置するのか、プ
ロバイダーのサービスを利用するの
か。

Ｅメールサーバは、ＷＷＷ
サーバと共用で想定していま
す。

131 47 ４ 「…… の維持管理については、各備
品の耐用年数を考慮し、事業者が対
応する。」とありますが、事業者の
維持管理期間中に、更新の必要があ
る備品については、その費用を、維
持管理費用に含めるものと理解して
よろしいですか。

備品の更新費用はサービスの
対価に含めます。

132 47 「新館開館後の維持管理について
は、各備品の耐用年数を考慮し、事
業者が対応する」とあるが、耐用年
数を考慮した備品の更新費用は、
サービスの対価に含めて入札するこ
とになるのか。

備品の更新費用はサービスの
対価に含めます。

133 53 １ 鎌倉館から葉山新館へ搬送される美
術作品・美術図書、及び搬送に伴う
梱包作業のために、鎌倉館本館から
別館へ搬送する同作品、図書の数量
はどの程度と想定されるのですか。

鎌倉館本館から別館に搬送す
る図書資料はありませんが、
美術作品については約350点で
す。

63



No ページ 大項目 中項目 小項目 質問事項 回答

134 53 ２ 美術作品の搬送で使用する美術専用
車は、県で所有しているのでしょう
か。また、所有している場合はそれ
を利用できるのでしょうか。

県は美術専用車を所有してい
ません。

135 53 資料１－２近代美術館の業務概要で
現在の所蔵品約7,900点となってお
り、搬送の想定量の別紙参考資料も
所蔵品7,917点及び図書資料2,644箱
となっておりますが、葉山新館開館
年度内に、全ての美術作品及び図書
資料を葉山新館に搬送するのでしょ
うか？その場合、PFI契約期間内に所
蔵品の展示を鎌倉館（本館及び別
館）で行う場合の搬送費は県負担と
考えてよろしいのでしょうか？ま
た、その場合鎌倉館（本館及び別
館）の収蔵庫及び書庫の扱いはどの
様になるのでしょうか？

美術作品については、全作品
の中で鎌倉館別館収蔵庫に残
す作品と葉山新館へ搬送する
作品を美術館職員の指示によ
り選別し、１５年度末に搬送
を完了させます。図書資料に
ついては葉山新館竣工後、速
やかに全資料を移送してくだ
さい。PFI契約期間内における
鎌倉館への搬送費は御質問の
とおりです。また、鎌倉館の
収蔵庫及び書庫の扱いは、現
時点では変更の予定はありま
せん。

136 54 ２ 箱数2,644箱 と示されていますが、
この数量には蔵書56,000冊も含まれ
ると理解してよろしいですか。

2,644箱は、鎌倉館から葉山新
館へ移転する図書資料56,000
冊の容量を現段階で想定した
数です。ただし、箱のサイズ
は業務要求水準書（案）で示
した標準の他に大型、超大型
のサイズがあるため、入札公
告時にお示しします。

137 54 葉山新館へ移転が予定されている所
蔵品のサイズ以外の内訳は提示して
いただけないのでしょうか。　提示
していただく場合、所蔵品の中で国
宝や重要文化財、及び主な作品の時
価評価額などはご提示していただけ
ますでしょうか。　作品移転時と保
管等のリスク把握の為、事業者とし
て把握したいと考えております。

所蔵品の中には、国宝や重要
文化財はありません。また主
な作品の時価評価額について
ですが、
現時点では移転作品が決定し
ていないためお示しできませ
ん。

138 55 今回の提案の中で新館サインも提案
することが必要となるのか確認した
い。新館サインについては今回の短
期間の提案にて詰める内容ではない
と認識しており、また提案にあたっ
ては事業者としての外注費用が生じ
提案に際しての過度な負担となる
が、県の認識はどうか？

デザインの提案は必要としま
せんが、事業者決定後のデザ
インの作成、提案の方法につ
いては、提案書の内容に含ま
れます。具体的な内容は、入
札説明書においてお示ししま
す。
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神奈川県立近代美術館新館（仮称） 

施設整備等事業 

VE提案要領等に関する質問への回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 12年 9月８日 

 
 

神奈川県 
 

凡  例 
・ 平成 12年 8月 10日から 8月 15日に受け付けた、神奈川県立近代美術館新館（仮称）
施設整備等事業 VEVEVEVE提案要領に関する質問提案要領に関する質問提案要領に関する質問提案要領に関する質問への回答を整理して記述してあります。 

・ 回答は、現時点の考えを示したものであり、意見招請等により変更する可能性があり

ます。最終的には、入札公告時に確定します。 
・ VEVEVEVE提案範囲に関する質問提案範囲に関する質問提案範囲に関する質問提案範囲に関する質問は、基本的に質問者のみに回答していますが、一般的な事

項については、この回答の中でお答えしています。 
 
 



（VE提案要領）

№ 質問事項 回答
1 ライフサイクルコストの低減に資する等の大

きな効果が得られると認められるＶＥ提案で
あれば、建築面積・延べ床面積を変更するこ
とは可能なのでしょうか。

「３　VE提案の範囲」の「ただ
し書き」（ライフサイクルコス
トの縮減、建築物等の増大、
サービス水準の向上に効果のあ
るものは、提案範囲に関する９
項目基準を緩和）には、面積の
変更も含まれます。ただし、基
準（１）（機能等の著しい低
下）に抵触する面積変更は、建
築物の価値の増大と矛盾するた
め対象外です。また、当該変更
は「１４　　その他（１）」に
示した建築基準法特例許可の再
取得を事業者が実施し、見込め
る必要があります。

2 「VE提案によって変更された設計内容及びそ
の変更が及ぼす部分について、品質保証及び
発生する費用負担など一切の責任は提案者が
負うものとする。」とありますが、VE提案さ
れ採用された箇所で竣工後使用方法等、当初
の設計条件が変更され不具合が生じたときの
責任については、県と提案者間で協議の上決
定すべきものと考えますが、いかがでしょう
か。

リスク分担表の維持管理リスク
に該当しますが、その中のどれ
に該当するかを協議の上、決定
します。

3 ＶＥ提案は神奈川県PFI事業者選定委員会に
おいて、内容の適否について審査するとあり
ますが、どのような基準を持って審査される
のでしょうか。また、ＶＥ提案基準について
も、公平性・透明性・客観性のある評価基準
が提示されるのでしょうか。

ＶＥ提案の範囲については、Ｖ
Ｅ提案要領３ＶＥ提案の範囲で
示した９項目の基準のとおりで
す。応募者から提出された提案
は、その提案がＶＥ提案の範囲
に合致しているかどうかを神奈
川県ＰＦＩ事業者選定審査会に
おいて審査します。ＶＥ提案の
内容については、事業提案審査
の際にその他の項目とあわせて
審査会において審査を行いま
す。その際の落札者決定基準に
ついては、入札公告時にお示し
します。

4 ＶＥ提案について、提案内容のヒアリング等
の場で、審査会メンバーと応募者との間で、
意見交換は可能ですか。

審査会が行うヒアリングは、提
案内容に関する応募者からの説
明及び審査会からの質問に対す
る回答を聴取することを目的と
しています。

5 「応募者から提出されたＶＥ提案は、神奈川
県ＰＦＩ事業者選定審査会において、内容の
適否について審査を行う」とありますが、具
体的な審査基準は事前に公表されますか？

入札公告時にお示しします。

VE提案要領　Q&A



（VE提案要領）

№ 質問事項 回答
6 様式３の書類及び図面について、後日資料及

び図面のフォーマットをご指示下さい。
資料はA4版、図面はA1版とし、
簡潔に表現して下さい。

7 提案事項の保護の項目の一般に使用されてい
る状態とはどのような状態か具体的にご指示
下さい。

著作権や特許権等の権利が生じ
ない内容として使用されている
状態をいいます。

8 平成１０年１０月に取得した許可の内容、そ
の後の設計調整による変更の協議等、一連の
経緯は、応募者に公開することは可能でしょ
うか。

許可の内容については、入札公
告時にお示しします。なお、変
更の協議等の内容については、
実施設計に反映しています。

9 レストラン、ミュージアムショップについて
は、民間事業者に全ての業務を委ねることか
ら、施設の内容及びこれらの施設へのアクセ
スについて、積極的な提案を求めるとある
が、『3 ＶＥ提案の範囲』内の提案とするの
でしょうか、お聞かせ下さい。また、民間事
業者が業務を行う駐車場についても、積極的
な提案は可能なのでしょうか。バスベイの上
屋を変更する場合は、京浜急行電鉄㈱との調
整（了解を得る）が別途必要とありますが、
京浜急行電鉄㈱のどのような部署とどのよう
な内容を調整をすればよいのでしょうか、担
当部署及び必要書類等を提示して下さい。

レストラン、ミュージアム
ショップについては、「ＶＥ提
案要領１４その他（２）」の提
案にも「３ＶＥ提案の範囲」は
適用されますが、積極的な提案
を求める主旨から「ただし書
き」を活用した提案も想定して
います。　　　　　　駐車場に
ついても提案の対象とします。
バスベイの上屋については、京
浜急行電鉄㈱自動車本部営業管
理部逗子営業所へ直接確認願い
ます。

10 採用されたＶＥ提案が建築基準法、行政指導
等により、実施が不可能になった場合どのよ
うな取扱いとなるのでしょうか。

「１２ＶＥ提案が実施できない
場合」に示すとおりです。

11 美術館開館日以外の駐車場の営業は、VE提案
範囲と考えてよろしいでしょうか。県の考え
をお教え頂きたく存じます。

美術館開館日以外の駐車場の営
業については、ＶＥ提案の範囲
としては対象外ですが、業務要
求水準書Q&ANO.89をご覧下さ
い。

12 県が想定されている葉山新館の想定利用者数
と、鎌倉館(本館･別館)の利用者数を、以下の
内訳でお教え頂きたく存じます。
・ 季節別平日の利用者数（展覧会開催時は
除く）
・ 季節別土日祝祭日の利用者数（展覧会開
催時は除く）
・ 展覧会開催時の平日の利用者数
・ 展覧会開催時の土日祝祭日の利用者数

展覧会開催時を除いた利用者数
は存在しません。展覧会開催時
の利用者数は、平成11年度の場
合、平日が5.6千人、土日祝祭日
が5.7千人です。

13 現在の鎌倉館(本館･別館)で実施している業務
の範囲及び、実施体制（人数）を以下の内訳
でお教え頂きたく存じます。
・ 県の職員が直接実施している業務
・ 外部委託している業務（具体的にどの業
務を委託しているのか）

県が直接実施する業務は、「神
奈川県立近代美術館の業務概
要」の「Ⅰ県が直接実施する美
術館業務」に記載したとおりで
す。現況の運営人員は、館長１
名、副館長１名、管理課５名、
学芸課９名、非常勤７名です。
外部委託している業務について
は、入札公告時にお示ししま
す。


